
古河市男女共同参画プラン 

平成２６年度男女共同参画年次報告書 

  

 古河市男女共同参画プランは、一人ひとりの人権を尊重し、性別にとらわれることなく個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる男女

共同参画社会の実現に向け、「古河市男女共同参画推進条例」に規定する５つの基本理念に基づき、男女共同参画に関する施策を総合的かつ

計画的に推進しています。 

 本プランは市政のあらゆる分野におよびその推進には全庁的な取り組みが必要です。本市では、担当部署におけるプランの事業実施状況を

把握し、その評価を行うことによって、プランの取り組み状況や効果を確認し、男女共同参画社会の実現に向け施策を推進していきます。 

 

◆平成２５年度 「古河市男女共同参画プラン後期実施計画」実施状況（P.1～29） 

１ 事業の評価基準 

   下記判定区分に基づき、担当部署は取組ランクを【達成度】の観点から評価を実施しています。 

    【達成度】 

取組ランク 数値目標設定 

A ６０～１００％ 

B ３０～ ５９％   

C １～ ２９％ 

D ０％ 

２ 総合評価の結果 

   後期実施計画は、具体的施策６９施策別担当部署数１５５ヶ所からなる事業で構成され、達成状況は下表のとおりです。 

基本目標 具体的施策数 
施策別 

担当部署数 

評価 

Ａ Ｂ Ｃ D 

Ⅰ「互いの人権の尊重と男女共同参画の意識の確立」 14 38 33 ４ １ ０ 

Ⅱ「あらゆる分野への男女共同参画の促進」 ９ 26 13 10 １ ２ 

Ⅲ「いきいきと働ける社会環境の整備」 11 25 15 ９ １ ０ 

Ⅳ「健康で安心して暮らせる生活環境の整備」 21 38 33 ５ ０ ０ 

Ⅴ「国際的協調と国際理解の推進」 ６ 14 10 ４ ０ ０ 

Ⅵ「男女共同参画社会実現のための推進体制の充実」 ８ 14 ４ ９ ０ １ 

計 69 延べ 155 108 

69.7％ 

41 

26.5% 

３ 

1.9% 

３ 

1.9% 
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基本目標Ⅰ　互いの人権の尊重と男女共同参画の意識の確立

計画目標１　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

（１）男女共同参画施策の総合的推進 Ｉ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

1
「男女共同参画推進条

例」の推進と「男女共同
参画都市」の周知

「古河市男女共同参画推進条例」や、本市が「男女共同参
画宣言都市」であることを市民に周知し、市民及び事業者の

関心と理解を深めると共に、男女共同参画に関する活動を
積極的に行います。

A

◯まちなか啓発活動の実施
・お祭り3会場にて、各1回啓発活動を行う

◯男女共同参画週間での啓発活動

・市内外の方に周知できる場所の選定を行う

◯若い世代への啓発

・各部署で実施している事業と協働して行え
るか検討する

◯男女共同参画室所有図書及び専門書の

活用

◯まちなか啓発活動の実施
　お祭り3会場にて計3日間の啓発活動を男女共同参画推進会議と市民ネットワークゆめこらぼで合

同実施(10/12関東ド・マンナカ祭り、10/26さんさんまつり、11/2よかんべまつり）
　※3会場のうち10/26さんさんまつりは、天候不良のため中止

　・ポケットティッシュに平成25年度事業告知、ゆめこらぼ登録募集等のチラシを入れ配布
　・参加延べ人数：87人
◯男女共同参画週間での啓発活動

　2/13（木）午後2時～道の駅にて男女共同参画推進会議と市民ネットワークゆめこらぼで合同実施
　・参加人数：14人

◯就学時健診時を利用した啓発
　・対象：健診待ちの保護者

　・説明者：職員、推進会議委員、ゆめこらぼ会員の3名（男1人、女2人）
  ・男女共同参画情報を小学校23校へ作成配布

　・小学校3校にて10分程度男女共同参画関係の説明
　（9/25名崎小、10/16上辺見小、10/25古河三小）
◯三和図書館に「男女共同参画コーナー」設置（H24～）

　・関連図書、専門資料の充実
  (震災関連図書、2冊寄贈）

A

・まちなか啓発はネッ
トワークの意見から各

会場1日ずつの活動と
なった

・若い世代への啓発と
して、生涯学習課の協

力を得て継続して行う
事ができた

・ 図 書 の 活 用につい

て、三和図 書館 の協
力により専門図書・講

座開催チラシ等 の設
置ができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

男女共同参画に関する意識調査を実施し、市民に対する意

識等の把握をします。

対象：市民･教職員･市職員･事業所

時期：３年に１回

（２）男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し Ｉ－１－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

3
社会制度・慣行の見直

しのための意識啓発

古河市男女共同参画週間（2月7日～13日）国の男女共同参
画週間（6月23日～29日）や茨城県男女共同参画推進月間

（11月）にちなみ、市民の意識啓発を図ります。

A

◯市・週間
・2/3～2/14の期間、懸垂幕3カ所設置、のぼ

り旗5カ所設置する
・市内外の方に周知できる場所の選定を行う

・フォトコンテスト表彰式、スキルアップ講座
を開催する

●国・週間
・全国会議への参加を推進会議委員、ネット

ワーク代表者へ呼掛け国の動向を知る機会
とする

・お知らせページを利用し、国の週間を広く周
知する

●県・月間
・月間中に県内での事業実施に併せ市独自

に事業を行う

◯市・週間
　・2/3～2/14の期間、懸垂幕設置（各庁舎）及びのぼり旗「男女共同参画推進のまち古河」設置（各

庁舎、健康の駅、福祉の森会館）、健康の駅ロビーに情報コーナー設置
　・2/13（木）午後2時～道の駅にて男女共同参画推進会議と市民ネットワークゆめこらぼ合同で啓

発活動実施
　・2/8（土）フォトコンテスト表彰式※天候不良のため中止
　・2/8（土）「～次世代に伝えたい～マナー＆ウォーキング」※天候不良のため中止

　講師　佐藤　美代子氏
　対象　市内在住在勤在学の30人

　申込み数　33人（うち男性4人）
●国・週間

　・6/28（金）全国会議への参加：7人（うち男性4人）
　・6/1号お知らせページ掲載（国の男女共同参画週間周知）
●県・月間

　・11/11（月）デートDV防止講座開催
　実施校　古河第三高校　１年生　237人

　講　 師　NPO法人エンパワメントかながわ
　参観者　推進会議委員、福祉総務課職員、近隣自治体職員、人権擁護委員の29人

　・11/7.13.14.17.18.19.28.29.12/5.6.7「いきいきと働く女性」・「子育てする男性」写真展開催－市内9カ
所で巡回展示と来場者投票を実施

　・いきいきと働く女性：1,435票　子育てする男性：1,411票

A

・市週間では、健康の
駅ロビーに臨時 情報

コーナーを設置するこ
とができた

・11月写真展では、推
進 会 議 委 員 、 ネ ッ ト

ワーク代表者の協力
により投票に伴う啓発

を行うことができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

担当課

具体的施策 実　施　事　業

◯平成25年度実施

具体的施策 実　施　事　業

実 施 す るこ と が でき

た。今後は回収率を改
善していくように努め

ていく

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況
平成24年度

取組ランク

A
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

2

市民意識等の定期的な
把握

◯古河市男女共同参画に関する意識調査を実施した

実施期間　11月22日～12月10日
対　　　象　市民　2,000人

　　　　　　　市内小中学校教職員　770人
　　　　　　　市職員(非常勤等含)　1,441人

　　　　　　　市内事業所　146カ所
回 収 率   市民　32.6%（H21：35.6%）

　　　　　　　教職員　前半86.0%、後半85.6%（H21：94.6%）
　　　　　　　市職員　前半67.3%、後半65.0%（H21：91.2%）
　　　　　　　事業所　49.3%（H21：52.5%）

C

担当課
平成24年度

取組ランク
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3

社会制度・慣行の見直

しのための意識啓発

≪続き≫

男女共同参画の意識啓発を図るため、フォーラムや講座・

講演会等を開催し学習の機会を提供します。

A

◯市主催セミナー・講座

・年齢に関係なく女性のスキルアップを目指

し、写真講座を行う。また、パートナーシップ

in古河フォトコンテストの写真応募への促進

を図る

・男女共同参画に関する苦情処理体制の確

立のため専門研修を行う

・高校生を対象としたデートＤＶ防止に関する

講演会を行う

・人と人のつながりや男女共同参画について

考える機会として上映会を行う。また市職員

及び教職員、男女共同参画推進会議と男女

共同参画古河市民ネットワークの研修の一

環としても活用する

・年齢や性別に関係なく社会参画の基礎とな

るマナーや立ち居振る舞いの好感度アップに

つなげるポイントの学習機会を提供する

・家庭生活における男女共同参画の促進と性

別による役割分担意識の解消のため、男性

でも参加しやすく、男性の家事意識の促進を

図るための講座を行う

◯市主催セミナー・講座

　・7/28（日）　「女性カメラマンのデジカメ女子講座」

　講師　石田　美菜子氏

　対象　市内在住在勤在学の女性20人（募集定員）

　申込者数　　 30人

　受講者数　   20人

　・8/2（金）「男女共同参画に関する苦情処理研修会」

　講師　十文字学園十文字中学・高等学校　校長　橋本　ヒロ子氏

　対象　古河市男女共同参画推進会議委員、担当職員、関係職員、近隣自治体職員、

　　　　　市内在住・在勤の20人（お知らせページ公募）計40人程度

　参加　62人

　・11/11（月）デートDV防止講演会

　実施校　古河第三高校　１年生　237人

　講   師  NPO法人エンパワメントかながわ

　参観者　推進会議委員、福祉総務課職員、近隣自治体職員、人権擁護委員の29人

　・1/17（金）、19（日）映画「うまれる」上映会　合計3回上映

　募集　1/17（金）関係者　　 上映2回　定員　各150人

　　　　　1/19（日）一般の方　上映1回　定員　150人

　対象　職員、教職員、男女共同参画推進会議委員、男女共同参画古河市民ネットワーク、

          一般市民

  参加　上映3回合わせて344人

　

　・2/8（土）「～次世代に伝えたい～マナー＆ウォーキング」※天候不良のため中止

　講師　佐藤　美代子氏

　対象　市内在住在勤在学の30人

　申込み数　33人

　

　・3/8（土）「メンズカフェ」講座

　講師　須藤　高揚氏

　対象　市内在住在勤の男性20人（カップル可）

　参加　24人（男性16人、女性8人）

A

講座全てにおいて募

集人数より 申込 み者

数が多く、感想も高評

だった

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

男女共同参画に関する情報発信のため、定期的に「広報古

河」を活用します。また、「古河市公式ホームページ」による

情報提供も行います。

A

◯男女共同参画に関する情報発信のため、

「広報古河」を活用する

　・広報古河　年2回予定

　・お知らせページ　随時

◯「古河市公式ホームページ」による情報提

供を行う

　・随時掲載

◯広報誌等活用

　・広報「古河」

　　 6月号：男女共同参画推進会議新委員決定

　　 8月号：男女共同参画進歩状況

　　 3月号：男女共同参画推進(事業所・市民の取り組み、写真コンテスト、

              県の研修・講演会参加者感想)

　・お知らせページ

　　5/15号　県・ハーモニーフライトいばらき2013団員募集

　　6/1号　　市・出前講座メニューに男女共同参画講座を掲載

　　6/1号　　国・「男女共同参画週間」周知

　　7/1号　　市・2013パートナーシップin古河フォトコンテスト「いきいきと働く女性」

　　　　　　　　「子育てする男性」写真募集！

　　7/1号　　市・「女性カメラマンのデジカメ女子講座」参加者募集

　　7/15号　市・「男女共同参画に関する苦情処理研修会」開催

　　8/1号　　県・「仲間と学ぶ！！男女共同参画ネットワーク講座」参加者募集

　　9/1号　　県・レイクエコーフォトコンテスト2013作品募集

　　10/1号　県・「女性のための創業支援セミナー」参加者募集

　　11/1号　市・県・男女共同参画市町村連携講座「菊地幸夫公開講演会」参加者募集

　　11/15号　市・男女共同参画に関する意識調査にご協力ください

　　11/15号　県・「男女共同参画推進リーダーセミナー」参加者募集

　　12/15号　市・「映画「うまれる」上映会」参加者募集

　　1/15号　市・「次世代に伝えたいマナー＆ウォーキング講座」参加者募集

　　2/15号　市・「メンズカフェ講座」参加者募集

◯ホームページ掲載

　各種講座等の募集内容を掲載

A

広報古河については

年3回掲載することが

できた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

男女共同参画推進に関する国・県・他自治体等における研

修や講演会等への市民参加を促します。

A

◯お知らせページに開催情報掲載：随時

◯各庁舎へチラシ設置：随時

◯男女共同参画推進会議及び市 民ネ ット

ワークゆめこらぼへ情報提供：随時

◯お知らせページに開催情報掲載

◯各庁舎へチラシ設置：随時

◯男女共同参画推進会議及び市民ネットワークゆめこらぼへ情報提供：会議、役員会、代表者会時

を活用し周知。ほか通知により周知
A

日程等を考慮しお知

らせページ に掲 載依

頼した 人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）
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計画目標2　男女共同参画を推進する教育と学習の充実

（１）学校・保育所等における男女共同参画を推進する教育と学習の充実 Ｉ－２－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

一人ひとりの人権意識を育むため、小学生を対象とした人

権教室を開催すると共に、中学生人権作文コンテストへの

参加を奨励します。

A

◯人権教室の開催

◯中学生人権作文コンテスト参加奨励

◯人権擁護委員による人権教室

 市内小中学校29校児童・生徒1,923名参加

◯中学生人権作文コンテスト　応募10校2,221点

Ａ

・他人への思いやりや

いたわりの心といった

人権尊重意識を養うこ

とができた

　

・中学生作文コンテス

トでは 茨城 県大 会で

優秀賞・優良賞を受賞

人権・男女共同参画室

（人権推進室）

A

◯人権を尊重した教育や保育を実践し、男女

共同参画の意識を醸成する

◯男女が性別に捉われた役割意識を持たな

いよう、男子の家事参加意識の育成・女子の

木工作業の実施など、家庭科教育等の充実

を図る

◯市内小中学校32校全校における人権教育計画訪問による男女共同参画意識の醸成

◯小学校（23校）の家庭科教育及び中学校（9校）の技術・家庭科教育において、男子の家事参加の

意識の育成や女子の木工作業により、男女の性別にとらわれた役割意識を持たない教育の充実を

図った
Ａ

人権教育計画 訪問

を実施したり、目的の

授業が達成できたこと

から、本年度もＡ とし

た
指導課

A

◯保育士が常に男女共同参画を意識して保

育にあたる

◯保育をする上で、保育士が常に男女共同参画を意識し保育に当たっている

Ａ

保育士が 保育 に当

たる際、男女区別する

ことなく保育に当たれ

た

子育て対策課

（子育て支援課）

Ａ

◯市内全32校に人権教育計画訪問を兼ねた

計画訪問を実施し、男女共同参画意識を含

めた人権教育について指導する

◯市内小中学校32校全校における人権教育訪問を兼ねた計画訪問を実施し、男女共同参画意識を

含めた人権教育について指導した
Ａ

全 小 中学 校に対し

て、目的の 指導 が実

施できたのでＡとした 指導課

C

◯研修に進んで参加する ◯今年度は、市主催の研修等に参加することができなかった

Ｃ

研修 へ参 加す る等

の 取り 組み がで きな

かった
子育て対策課

（子育て支援課）

県教育委員会・県教育研修センター主催による男女共同参

画に関する講演会・研修会等への派遣を行います。

Ａ

◯県西地区人権教育研修会に全小中学校の

人権教育主任を派遣する

◯平成25年度県西地区人権教育研修会が平成25年6月18日に県西生涯学習センターで実施され

た。この研修会に全小中学校の人権教育主任を派遣した

Ａ

全小中学校の 人権

教育主任を派遣 する

ことができたのでＡとし

た
指導課

A

◯市職員、教職員と連携し、会場準備を行

い、市民の方の興味のある分野の講演会を

目指す

◯古河市人権教育講演会（古河市教育委員会共催）

　・期日　8/6（火）

　・会場　とねミドリ館

　・講師　堀由美恵先生

　・演題　『「聴こえなくても私は負けない」～聴覚障害を乗り越えて～』

　・参加者　市職員、教職員など720人

A

市職員、教職員と連

携し、例年同様、講演

会を行ったため
生涯学習課

A

◯市職員、教職員、市民参加のもと人権に関

する講演会の開催

◯古河市人権教育講演会（古河市教育委員会共催）

　・期日　8/6（火）

　・会場　とねミドリ館

　・講師　堀由美恵先生

　・演題　『「聴こえなくても私は負けない」～聴覚障害を乗り越えて～』

　・参加者　人権擁護委員、市職員、教職員など720人

Ａ

　教育委員会との連携

により講演会を実施し

た
人権・男女共同参画室

（人権推進室）

平成25年度実施状況
平成24年度

取組ランク

4

人権尊重のための教育

と男女平等教育・ 学習

の充実

子どもの頃から男女共同参画の理解を促進し、将来を見通

した自己形成ができるよう、人権を尊重した教育や保育を実

践します。

5

教職員等の男女共同参

画意識を形成する研修

の充実

男女共同参画の視点に立った保育所・学校等の教職員研

修等の充実を図ります。

市職員・教職員を対象とした人権教育講演会を開催します。

具体的施策 実　施　事　業 担当課
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生徒が性別にとらわれず、個性と能力に応じて進路を選択
できるよう適切な進路・就職指導等を実施します。

Ａ

◯市内全中学校9校において、生徒が性別に
捉われず、個性と能力に応じて進路を選択出
来るよう適切な進路・就職指導を実施できる
ようにキャリア教育を推進する

◯市内全中学校9校において、性別にとらわれず、個性と能力に応じて進路選択ができるようキャリ
ア教育を推進した

Ａ

全中学校 で目 的の
授業を実施することが
できたので、Ａとした 指導課

性別にとらわれない指導等の充実のため、人権教育指導資
料を活用します。

Ａ

◯市内全32校において、性別にとらわれない
指導等の充実のため、人権教育指導資料
（35）の活用について指導する

◯市内全32校において、性別にとらわれない指導等の充実のため、人権教育指導資料（35）の活用
について指導した

Ａ

全 小 中学 校に対し
て、目的の 指導 が実
施できたのでＡとした 指導課

学校生活等における児童・生徒からの相談に対応するた
め、スクールカウンセラーの活用を図ります。

Ａ

◯市内全32校において、県派遣のスクールカ
ウンセラーを活用するよう指導する

◯市内全32校において、県派遣のスクールカウンセラーを活用するよう指導した

A

全 小 中学 校に対し
て、目的の 指導 が実
施できたのでＡとした 指導課

Ａ

◯市内全32校において、ＰＴＡ活動、児童・生
徒会活動において男女が共同で参画できる
活動体制を指導する

◯市内全32校において、ＰＴＡ活動、児童・生徒会活動において男女が共同で参画できる活動体制に
ついて指導した

Ａ

全 小 中学 校に対し
て、目的の 指導 が実
施できたのでＡとした 指導課

A

◯保護者参加行事は、男女どちらでも参加で
きる行事を企画する

◯保育所における保護者参加行事を企画する際には、父親が参加できるよう意識して運営に心掛け
ている

Ａ

運動会など、男女ど
ちらでも参加できる種
目をとり入れている

子育て対策課
（子育て支援課）

A

◯家庭教育学級説明会において、父親学級
について、補助金が使用できることを説明し、
活発な開催を促す

◯各校の保護者で組織する家庭教育学級において、女性の参加が圧倒的に多いことから、父親の
参加を促すため、父親が参加する家庭教育の講座を実施した場合に、市が講師謝金を支払っている
　・講座の実施件数 3件（うち講師謝金の支払件数 1件）
◯本年度は父親で組織した家庭教育学級が開設された
　・父親学級数 2学級

A

　各学校において、【お
やじの会】等の開催が
されている

生涯学習課

学校・保育所等の行事運営やＰＴＡ・保育所等の親の会活
動、児童・生徒会活動において男女が共同で参画できる体
制を整備します。

6
性別にとらわれない指
導等の充実

7
教育・保育等実践活動
での男女共同参画の推
進
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（２）家庭・地域における男女共同参画を推進する教育と学習の充実 Ｉ－２－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

未就学児・小中学校の保護者を対象にした家庭教育学級の
充実を図ります。

A

◯学校側の費用負担のない、親楽ファシリ
テーターの会の紹介を行い、家庭教育学級

の開催を促す

◯家庭教育学級担当者会議
　・4/24（水）　参加96人

◯家庭教育学級合同情報交換会
　・6/5（水）　参加156人

◯家庭教育講演会
　・7/4（木）　参加356人
◯各学校学習支援

◯就学時健診時子育て学習会
　・9月～11月 市内小学校23校　参加1,220人

A

親 楽 フ ァ シ リ テ ー
ターの会による、家庭

教育学級の開催が進
んでいるため

生涯学習課

青少年の健全育成のため、青少年相談員活動の充実を図
ります。

A

◯定期街頭指導及び特別街頭指導の実施
◯各支部活動の実施

・古河支部：手づくり祭りでの大声コンテスト
の出典

・総和支部：関東ド・マンナカ 祭り での アン
ケート調査
・三和支部：青少年フォーラム

◯合同視察研修（1泊2日）の実施

◯青少年相談員133人、特別青少年相談員1人
◯定期街頭補導

　・古河支部35回、総和支部32回、三和支部32回
◯特別街頭補導

　・古河支部8回、総和支部10回、三和支部12回
◯第15回関東ド・マンナカ祭り（総和支部）
　・10/12.13　青少年アンケート回答　1,962人

◯さんわ青少年フォーラム（三和支部）
　・2/1（土）　相談員29人　生徒32人参加

◯第７ブロック青少年相談員連絡協議会研修会
　・12/14（土）　46人参加

◯視察研修　1/17.18　赤城高原ホスピタル　相談員41人参加
◯環境浄化活動

A

例年通り、青少年相
談員を中心に事業目

標どおり実施できたた
め

生涯学習課

A

◯市職員、教職員と連携し、一般市民の興味
のある分野の講演会を開催すること

◯古河市人権教育講演会（古河市教育委員会共催）
　・期日　8/6（火）

　・会場　とねミドリ館
　・講師　堀由美恵先生

　・演題　『「聴こえなくても私は負けない」～聴覚障害を乗り越えて～』
　・参加者　市職員、教職員など720人

A

例年通り、教職員と
連携し、実施できたた

め
生涯学習課　

A

◯市職員、教職員と連携し、一般市民の興味
のある分野の講演会を開催すること

◯古河市人権教育講演会（古河市教育委員会共催）
　・期日　8/6（火）

　・会場　とねミドリ館
　・講師　堀由美恵先生

　・演題　『「聴こえなくても私は負けない」～聴覚障害を乗り越えて～』
　・参加者　人権擁護委員、市職員、教職員など720人

Ａ

例年通り、教職員と
連携し、実施できたた

め
人権・男女共同参画室

（人権推進室）

市民講師登録による生涯学習指導者登録情報の充実及び
提供を図ります。

A

◯一般市民の方の【学びたい】指導者情報に
ついて、指導者バンクの中から、率先して案

内する

◯講師登録人数　480人
◯依頼のあった団体等へ情報を提供数　32件

A

指 導 者 バ ンク のた
め、市 民の 学び たい

要求にこたえることが
できた

生涯学習課

子育て中の親が安心して学ぶ機会を確保するため、一時保
育付講座を開催します。

A

◯地域女性団体連絡会に協力を依頼し、子
育て中の保護者も安心して、講演会等を実施

できるようにする

◯家庭教育講演会等において、託児室を設置
◎託児員出張状況

6/5　とねミドリ館　家庭教育学級情報交換会10人
7/4　とねミドリ館　家庭教育講演会22人

7/26　健康の駅　中高生ふれあい交流会10人
7/31　福祉の森　中高生ふれあい交流会7人
8/7　三和庁舎　中高生ふれあい交流会15人

1/22　つつみ館　ママラウンジ4人
2/19　つつみ館　ママラウンジ4人

3/5　　つつみ館　ママラウンジ4人
3/19　つつみ館　ママラウンジ4人

A

地域女性団体 連絡
会のご協力のもと、託

児が必要な保護者も
気兼ねなく、参加する

ことができた

生涯学習課

子どもから高齢者まで気楽に楽しめ、爽快感が味わえる生
涯スポーツの普及に取り組み、スポーツ・レクリエーション活

動を推進します。

B

◯市民向けのスポーツ振興事業を行う ◯ニュースポーツ等のレクリエーション大会を開催し、子供から高齢者、男女問わず楽しめるよう努
めた

　・第27回古河市ウォ―クラリー大会
　　6月 1日(土)　51チーム（参加者209人）

　・第39回古河市小学生なわとび大会
　　2月 1日(土)　参加者　個人ジャンプ　357人、チームジャンプ　14チーム
　・第13回体力健康つくり「トレッキング」(軽登山)

　　7月  7日(日)　参加者84人
　・体力測定会

　　7月13日(土)　参加者56人

B

昨年度同様の 事業
を企画・立案し、市民

の健康の維持・増進を
図るために開催するこ

とができた

スポーツ振興課

実　施　事　業 担当課

平成25年度実施状況
平成24年度
取組ランク

8
家庭・地域に向けた男

女平等教育の情報や学
習の提供

9
男女共同参画の視点に

立った生涯学習講 座・
スポーツ・レクリエーショ

ン活動の支援

一般市民を対象とした人権教育講演会を開催します。

具体的施策
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計画目標３　家庭・職場等における人権の尊重

（１）家庭内等におけるあらゆる暴力の根絶 Ｉ－３－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

A

◯出前講座開催
　・11/11（月）県立古河第三高等学校

　・26年度開催校への依頼

◯出前講座開催
　・11/11（月）古河第三高校　１年生　237人

　・講　 師　NPO法人エンパワメントかながわ
　・参観者　推進会議委員、福祉総務課職員、近隣自治体職員、人権擁護委員の29人

◯福祉総務課との連携
　デートDV啓発冊子を開催校で配布

A

・学校、講師の協力に
より生 徒及 び教 師に

対 して の啓 発が でき
た。また、福祉総務課

職員、近隣自治 体職
員、人権擁護委 員等

の参観 もあり関 係機
関との連携もできた

・26年 度は 古河 第一
高等学校開催の了解

を得ることができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

A

◯「女性に対する暴力をなくす運動」に合わ
せて啓発活動を行い、市民への周知を図る

◯キャンペーン期間中に、市内医療機関(婦人科・産科・小児科)合計36カ所にポスター及び啓発グッ
ズを設置し、女性に対する暴力の防止を啓発した

◯広報古河(11月1日号)にＤＶの防止に関する特集記事を掲載した(1ページ)
◯関係機関とは常に連絡、連携を図っている。また、ケースによっては情報提供書を作成し、関係機
関との情報共有を行っている

Ａ

「女性に対する暴力
をなくす運動」期間中

に、啓発活 動や 広報
活動を計画 通り 実施
できた

福祉総務課

（２）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 Ｉ－３－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

11
職場・学校・地域活動に

おける防止対策の推進

人権侵害であるセクシュアル・ハラスメントや、パワーハラス
メント等に関する認識を深めるための意識啓発に努めま

す。
B

◯工業会との連携の一環として情報発信を
行う

◯工業会、職員向け情報発信【H24～】
　・年間3回発行

　第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」
　第5回12月発行「職場のハラスメント」

　第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」

B

第5、6回は工業会登
録企業への取材と、ハ

ラスメントに対する取
り組み、先進事例を紹

介することができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

（３）被害者の保護や支援体制の充実 Ｉ－３－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

12
被害者に対する相談体
制の充実

各相談窓口との連携を図り、早期問題解決につなげます。
・人権相談　　　・女性相談
・家庭児童相談・法律相談

B

◯常設・特設の人権相談窓口を開設する ◯人権擁護委員による人権相談
　・（定例人権相談）
　実施　4.5.7.9.10.11.3月の第2水曜日

　　　　　13：00～15：00
　会場　古河・三和庁舎

　・（特設相談）
　人権擁護委員の日に係る相談

　実施　6/3（月）10：00～15：00
　会場　古河・総和・三和庁舎

　・（人権週間に係る相談）
　実施　12/3（火）三和庁舎10：00～15：00
　　　　　12/4（水）総和庁舎10：00～15：00

　　　　　12/6（金）古河庁舎10：00～15：00
　・（ＤＶに係る特設相談）

　実施　11/13（水）10：00～15：00
　会場　総和庁舎

◯子どもの人権SOSミニレター
　・市内小中学校児童生徒全員に配布

B

相談窓口を開設する
ことにより関係機関と
の連携が図れた

人権・男女共同参画室

（人権推進室）

担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況
具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業

10
家庭内等で起こる暴力

の防止と関係機関との
連携

ＤＶ（配偶者やパートナーからの暴力）やデートＤＶ（婚姻関
係にない交際相手からの暴力）防止と被害者保護のため、

関係機関との連携を図り、意識啓発に努めます。また、「女
性に対する暴力をなくす運動」（11月12日～25日）に合わせ

た啓発キャンペーンを実施します。

平成24年度
取組ランク

平成24年度
取組ランク

平成24年度

取組ランク
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12

被害者に対する相談体

制の充実

≪続き≫

各相談窓口との連携を図り、早期問題解決につなげます。

・人権相談　　　・女性相談

・家庭児童相談・法律相談

≪続き≫ A

◯相談窓口を設け、市民の相談に応じる。相

談者のニーズを把握し、早期問題解決につな

げる

◯平成25年度は福祉総務課に自立生活支援相談員を4人配置し、庁内の各種相談先と連携し、連絡

調整、情報の共有化を図る体制をとっている

◯相談時間の延長(16時まで→17時までに変更)を実施した
Ａ

　相談者のニーズを聞

き取り、相談窓口を案

内した。各相談窓口と

の連携・連絡ができた 福祉総務課

B

◯市民生活上のトラブルや悩み事も多岐に

わたっていることから、相談窓口を設け、市民

の相談に応じる

◯無料法律相談の実施

　・古河庁舎　月2回

　・総和庁舎　月1回

　・三和庁舎　月1回

　総件数336件（うち家族に関する事89件、その他247件）

B

実施回数や実 施方

法について検討し、さ

らに効率性を高めてい

く必要がある
市民相談センター

配偶者暴力相談支援センターを中心に、離婚・DV・子育て

に関する相談事業を充実すると共に、市民への周知を図り

ます。
A

◯相談窓口を周知し、市民の相談に応じる ◯広報古河お知らせページの各種相談の中にＤＶ相談を明記し、相談先を市民に周知した

◯｢女性に対する暴力をなくす運動｣(11/12～25)に合わせ、市内医療機関(婦人科・産科・小児科)合

計36カ所にポスター及び啓発グッズを設置し、市民への周知を行った
Ａ

　相談先を市民に周知

することができた。関

係 機関 と連 携しなが

ら、相談に応じること

ができた

福祉総務課

県の婦人相談所や警察署、一時保護所等、公的機関との

連携を図り、被害者の保護や自立支援を行います。

A

◯相談技術のスキル向上を図ることによっ

て、相談業務を円滑に行う

◯県の婦人相談所及び警察署とは、密に連絡を取り合い、連携している

◯県の実施する研修や内閣府主催の研修に積極的に参加し、相談技術のスキル向上を図った

Ａ

積極 的に研修 等に

参加することで、相談

技術のスキルが向上

した
福祉総務課

DV及びストーカー行為等の被害者の保護のため、関係機

関等と連携を図り、住民基本台帳事務における支援措置を

行います。
A

◯被害者の保護や支援のため関係部署と密

に連携をとり、情報の共有をし対処する

◯「配偶者暴力防止法」「ストーカー規制法」「児童虐待防止法」による支援を実施している

A

被害者の保護 や自

立支援のため関係自

治体、関係機関等と密

に情報 を共 有し対処

することができた

市民課

防犯意識の高揚と防犯灯の設置など、女性が被害者となり

やすいひったくり等予防のための地域防犯活動の支援・充

実を図ります。

A

◯防犯意識の高揚と防犯キャンペーン等の

実施を行い、一人でも犯罪被害者を減らすた

め犯罪抑止活動の充実を図る

◯古河市、古河警察署、被害者支援連絡協議会の支援体制の充実、老朽化した照明施設の器具交

換等の整備を行った。新設工事60カ所設置

A

警察と協議のもと防

犯カメラ設置や老朽化

した照明施設等 の器

具 交 換 、防 犯キ ャン

ペーン等啓発活動実

施を行った

交通防犯課

（４）メディアにおける人権の尊重 Ｉ－３－（４）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

14

メディアにおける男女の

人権尊重への働きかけ

男女の人権を尊重した情報発信の推進を図ります。

A

◯差別用語、不快用語の不使用の徹底 ◯差別語、不快用語の使用がないことを確認しながら、男女共同参画のイベント等の情報を積極的

に発信した
A

情報発信 前に表現

の適正化を図っている

ため

秘書広報課

（広報室）

平成24年度

取組ランク

13

被害者の保護や自立支

援のための関係機関と

の連携

具体的施策 実　施　事　業 担当課

平成25年度実施状況
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基本目標Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の促進

計画目標１　政策・方針決定の場への女性参画の拡大

（１）女性の政治への参画促進 Ⅱ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

 B

◯議会だより及びホームページに会期日程と
併せて傍聴の案内を掲載する

◯平成25年度傍聴者数実績
　　男性：232人　（H24年度：260人）
　　女性：119人　（H24年度：156人）
　　合計：351人　（H24年度：416人）
◯古河市ホームページ
　・傍聴のコンテンツを設け傍聴の案内をするとともに、傍聴受付票を添付することにより申請しやす
い環境づくりをした
　・次回の議会会期予定表を開会日の約2カ月前から掲載している
◯議会だより（第33号から第36号）の裏表紙に次回会期予定表及び傍聴の案内を掲載した
◯広報古河お知らせページ（8月1日号・11月1日号・2月1日号）に会期予定及び傍聴の案内を掲載し
た

C

平成 24年 度と比較
し、傍聴者数全体減少
した中で、女性の傍聴
者数の減少率が高い
状況であったため

議会事務局

B

◯市内イベント会場にて選挙啓発活動を実施
し、女性を含め有権者の政治、選挙への意識
の高揚を図る

◯古河市明るい選挙推進協議会会員及び古河市選挙管理委員会委員により、古河よかんべまつり
会場内において選挙啓発活動を行い、投票及び政治への関心を促した

B

実施方法・回数等を
見直し、更なる活動が
必要なため 選挙管理委員会

B

◯各庁舎へ関連チラシ設置
◯男女共同参画推進会議及び市 民ネ ット
ワークゆめこらぼへ情報提供

◯各庁舎へチラシ設置：随時
◯男女共同参画推進会議及び市民ネットワークゆめこらぼへ情報提供：会議、役員会、代表者会時
を活用し周知

B

情報提供のみ
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

C

◯25年度実施予定なし ◯H25年度未実施
男女共同参画推進会議にて実施に向けての討議、提案をいただいた

D

未実施のため
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

C
◯25年度実施予定なし ◯未実施

D
未実施のため

議会事務局

平成24年度
取組ランク

女性の政治への関心と参画を促すための情報を提供し、意
識の高揚に努め、市議会への傍聴の促進を図ります。

15
女性の政治への参画促
進

市民模擬議会の開催や市議会議員等との意見交換会等を
通し、市政についての理解を深め、優れた意見や提言を市
政に反映させます。

具体的施策 実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況
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（２）政策・方針決定の場への女性の積極的な登用 Ⅱ－１－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

各種審議会や委員会等への女性委員の登用を促進し、平
成28年度までに女性委員の割合を35％とするよう努めると
共に、女性委員ゼロの審議会等の解消を図ります。 B

◯庁議等を活用し登用促進を図る ◯庁内部課室への登用促進依頼（H25.7.9付）

B

庁内へ依頼

関係各課

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

女性の市政への参画の促進と、幅広く市民の意見を反映す
るため、公募委員の割合を拡大します。また、各種団体等に
おける女性代表の就任促進を図ります。 B

◯庁議等を活用し登用促進を図る ◯市民公募を行っている審議会等の数：5/30
◯女性代表の審議会等の数：2/30
（H25.4.1現在） B

庁内へ依頼
関係各課

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

各種審議会等における女性委員参画状況調査を行い、公表
します。

A

◯調査結果を広報誌等活用して公表する 【地方自治法第202条の3に基づく審議会等】
　・審議会の数：24
　・委員の数：420人
　・女性委員の数：99人
　・割合：23.6％
　・女性委員不在の審議会等：4
【地方自治法第180条の5に基づく委員会等】
　・委員会の数：6
　・委員の数：50人
　・女性委員の数：4人
　・割合：8.0％
　・女性委員不在の委員会等：4
【合計】
　・委員の数：470人
　・女性委員の数：103人
　・割合：21.9％
　・女性委員不在の審議会・委員会等：8
　(H25.4.1現在)
◯広報誌、ホームページの活用
　・広報古河8月号に参画状況を公表
　・ホームページ掲載の「平成25年度男女共同参画年次報告書」にて平成24年度参画状況を公表
　・ほか、まちなか啓発時のチラシを活用し公表

A

まちなか啓発時のチ
ラシを活用し公表の機
会を増やした

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

平成24年度
取組ランク

16
各審議会等への女性委
員の積極的登用

平成25年度実施状況
具体的施策 実　施　事　業 担当課
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（３）市政への男女共同参画の促進 Ⅱ－１－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

広報紙及びホームページにより市政に関する情報の提供を

充実します。 A

◯広報紙への特集記事の掲載 ◯広報紙で男女共同参画の特集を年3回掲載し、随時、イベント等を紹介した

A

特集 記事 の掲 載を

行っているため 秘書広報課

（広報室）

市民からの意見・要望などを受付し担当部署との連絡調整

を行います。

B

◯市民からの意見・要望などに対する対応と

解決

◯市民からの意見・提案を古河市ホームページ、投書箱、電話などで受付し、担当部署との連絡調

整を行っている

B

相談内容 が多 岐に

わたるので担当部署と

の連携強化が必要 市民相談センター

市民からの意見や要望を聴いて市政に反映させるため、市

政懇談会を開催します。

B

◯より多くの市民の要望・提案の収集 ◯全20地区を19回に分けてタウンミーティングを実施したが、男女共同参画に関する地域課題はな

かった

A

平成24年度より参加

者及び要望等が大幅

に増加しているため 企画課

重要な計画の策定時などにおける、パブリック・コメントを実

施します。
B

◯市民の意見の収集 ◯「第3次古河市行政改革大綱」、「新市建設計画〔改訂版〕」、「（仮称）古河市ペット霊園の設置の許

可等に関する条例」の策定に当たり、実施した
B

　実施はしたが、意見

の提出は少なかった
企画課

（４）女性の人材発掘と情報収集・提供 Ⅱ－１－（４）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

18

女性の人材発掘と情報

収集

市の政策方針決定過程の場への女性の参画実現を目指す

ため、市政に関心を持ち、市の審議会等の委員として活動

意欲のある人の、女性人材バンクへの登録を促進します。

B

◯ホームページ掲載継続

◯講座開催時の登録案内の実施

◯ホームページ掲載、講座等開催時登録案内、まちなか啓発時のちらし活用周知

「古河市女性人材バンク」

【対象者】

　・古河市に在住または在勤する18歳以上の女性（高校生を除く）

　・市政に関心があり、市の発展に貢献する意欲のある方

【登録】

　・12人

B

登録促進活動 は継

続実施

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

19

女性の人材育成を目指
す研修機会の提供

女性の人材育成を目指すため、市独自の男女共同参画に

関するセミナーの開催や、国や県主催の研修機会等の情報
を提供します。

B

◯お知らせページ、ホームページを活用、各

施設へチラシ設置にて情報提供を行う
　・随時

◯お知らせページ活用

　・開催情報掲載
　・参加者募集

◯各庁舎へチラシ設置

◯男女共同参画推進会議及び市民ネットワークゆめこらぼへ情報提供

◯市内で活動する女性団体等へ情報提供

◯視察研修

　・9/27（金）男女共同参画センター横浜視察研修参加：28人（うち男性5人）

●国主催
　・6/28（金）「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」参加：7人（うち男性4人）

●国立女性教育会館研修

　・6/12～14「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画研修」参加：2人

（うち男性1人）

●県女性青少年課

　・11/28（木）「ワーク・ライフ・バランス　シンポジウム」参加：3人（うち男性0人）

　・2/10（月）「男女共同参画推進員ブロック別研修会」参加：4人（うち男性1人）

●県女性プラザ

　・7/30（火）出前講座「地域づくりと男女共同参画」参加：18人（うち男性3人）

　・10/27（日）公開講演会「男女共同参画が脳を元気に」参加：7人（うち男性2人）

　・12/22（日）「市町村連携講座・県西地区」参加：22人（うち男性6人）

●高齢社会をよくする女性の会

　・7/12.13「次世代につなげるシニアの元気！高齢社会をよくする女性の会全国大会in茨城」参加：7

人（うち男性1人）

●その他団体

　・8/7（水）筑西市公開講演会「ワーク・ライフ・バランスについて」参加：1人（男性）

　・10/23（水）「白鴎大学女性フォーラムin青山2013」参加：1人（男性）

B

情報提供により各種

講座等への参加が得
られた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

17

市政への男女共同参画

の促進と提言機会の充

実

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

平成24年度

取組ランク

平成24年度

取組ランク
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計画目標２　家庭生活・地域社会における男女共同参画の促進

（１）家庭生活における男女共同参画の促進 Ⅱ－２－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

性別による役割分担意識の解消を図ると共に、広報や各種
講座による意識の改革を図ります。

A

◯市主催セミナー・講座
・年齢に関係なく女性のスキルアップを目指

し、写真講座を行う。また、パートナーシップ
in古河フォトコンテストの写真応募への促進

を図る

・年齢や性別に関係なく社会参画の基礎とな
るマナーや立ち居振る舞いの好感度アップに

つなげるポイントの学習機会を提供する

・家庭生活における男女共同参画の促進と性

別による役割分担意識の解消のため、男性
でも参加しやすく、男性の家事意識の促進を

図るための講座を行う
　

・就学時健診時の保護者を対象に男女共同
参画推進に対する啓発を行う

　
・前年度に引き続き「いきいきと働く女性」「子

育てする男性」の写真募集を行う

●国、県等の講座への参加

◯市主催セミナー・講座
　・7/28（日）　「女性カメラマンのデジカメ女子講座」

　講師　石田　美菜子氏
　対象　市内在住在勤在学の女性20人（募集定員）

　受講予定数　30人
　実受講者数　20人

　・2/8（土）「～次世代に伝えたい～マナー＆ウォーキング」※天候不良のため中止
　講師　佐藤　美代子氏

　対象　市内在住在勤在学の30人
　申込み数　33人
　・3/8（土）「メンズカフェ」講座

　講師　須藤　高揚氏
　対象　市内在住在勤の20人（カップル可）

　参加　24人（男性16人、女性8人）
◯募集

　女性部門：「いきいきと働く女性」24作品
　男性部門：「子育てする男性」26作品

　11月写真展示の際、来場者投票にて市民への啓発を図った
◯就学時健診時を利用した啓発

　・対   象：健診待ちの保護者
　・説明者：職員、推進会議委員、ゆめこらぼ会員の3名（男1人、女2人）
　・小学校3校にて10分程度男女共同参画関係の説明

　（9/25名崎小、10/16上辺見小、10/25古河三小）
●県女性青少年課

　・11/28（木）「ワーク・ライフ・バランス　シンポジウム」参加：3人（うち男性0人）
　・2/10（月）「男女共同参画推進員ブロック別研修会」参加：4人（うち男性1人）

●県女性プラザ
　・7/30（火）「地域づくりと男女共同参画」神谷　明宏氏参加：8人（うち男性3人）

　・10/27（日）公開講演会「男女共同参画が脳を元気に」参加：7人（うち男性2人）
　・12/22（日）「仕事も家庭も一生懸命！」菊地　幸夫氏参加：12人（うち男性5人）
●高齢社会をよくする女性の会

　・7/12.13「次世代につなげるシニアの元気！高齢社会をよくする女性の会全国大会in茨城」参加：7
人（うち男性1人）

●その他
　・8/7（水）筑西市公開講演会「ワーク・ライフ・バランスについて」参加：1人（男性）

　・10/23（水）「白鴎大学女性フォーラムin青山2013」参加：1人（男性）

A

就学時健診を利用し
た啓発の機会が得ら

れるなど、各世代への
働き掛けを行うことが

できた。また、推進会
議委員とゆめこらぼ会

員と協力して啓発する
ことができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

A

◯子どもを産み育てるための家庭の中で父

親の役割について考える機会を持つととも
に、夫婦の絆を強め共に子育てをするという

認識を高める

◯両親学級の開催

　・年6回実施
　・参加者数：父89人、母94人

内容：赤ちゃんの沐浴実習、専門講師による講話「妊娠中の夫婦に伝えたいこと―父親の役割－」、
父親による妊婦体験（ジャケット着用）等

A

　父親の妊婦体験によ

り妊婦への 理解 につ
ながるとともに夫婦で

子育てについて考える
機会となっている

健康づくり課

B

◯出前講座「どこでもレクチャー」を活用し、

介護保険制度等についての情報提供を行う
目標回数：平成24年度実績3回以上

◯出前講座「みんなで支える介護保険」計6回実施（参加者：185人）

内容：介護保険制度や介護の申請・認定方法、保険料等介護保険全般について説明した

A

様々な市民団体（自

治会等 ）へ の情 報提
供により、介護保険へ

の理解が得られた 介護保険課

A

◯在宅介護支援センター等に委託して年12

回実施予定。介護方法等の講習会や介護者
交流会を実施し、介護者の負担軽減を図る。

広報で毎月周知

◯介護方法の習得及び介護者同士の交流や情報交換ができる場として、介護支援講座を実施（年

12回・延べ271人参加）。広報にて毎月周知した
Ａ

介護 支援 講座 を実

施し、介護者同士交流
しながら学ぶことがで

きた

地域包括支援センター

日常生活において、男性が積極的かつ気軽に家事等に参

加できるようにするため、男の料理教室等の生活講座を開
催します。

A

◯公民館等施設10施設において、1～3年の

間に1回は男の料理教室を開催できるように
企画検討する

◯6講座企画、6講座開催

Ａ

引き続き継続していく

施設管理課

平成24年度
取組ランク

平成25年度実施状況

家庭内の男女共同参画を進めると共に、男女を対象にした

育児・介護講座、両親学級を開催します。

担当課具体的施策

20
固定的性別役割分担意

識の解消

実　施　事　業
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（２）地域・社会活動への男女共同参画の促進 Ⅱ－２－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

地域住民が主体的にコミュニティ活動を展開できるよう、地
域活動を活発に行う団体に対し、組織の育成と支援を行い
ます。 A

◯コミュニティ活動を地域住民の誰もが参加
できるよう推進する

◯地域づくり活動支援事業補助金や地区コミュニティの活動の活性化のためコミュニティ活動助成金
を交付した

A

継続してコミュニティ
活動の推進に取 り組
んだ

市民協働課
（自治振興課）

市民が自主的に行う公益的な活動に対し、助成制度を定め
適正に運用することで、NPOやボランティアの育成と支援を
行います。 B

◯市民活動支援センターの利用拡大を図り
NPOやボランティア団体の育成と支援する

◯市民活動支援センターの利用対象を地域コミュニティ団体から地域コミュニティ団体と連携する団
体まで拡大し利用団体数が増加した(24年度519団体から25年度は530の利用団体になり増加）
◯各センター内に利用団体が情報交換し連携できるよう、掲示コーナーや活動ノートを設置した A

市民 活動 支援 セン
ターの利用団体数が
増加した 市民協働課

（自治振興課）

地域ぐるみの防犯活動を推進し、防犯意識の高揚を図りま
す。

A

◯防犯意識の高揚と防犯キャンペーン等によ
る犯罪抑止活動の充実を図る

◯セイフティ・マイタウンチーム等の団体参加による防犯キャンペーン、振り込め詐欺注意の啓発や
呼びかけを継続して実施中。三地区の各銀行等で2カ月に1回年金支給日に合わせ振り込め詐欺防
止活動。各10～15人でチラシ配布と呼びかけを実施した A

年金支給 日に合わ
せて各銀行 前で 振り
込め詐欺の啓発活動
を継続して実施中

交通防犯課

女性が社会参画をするための人材の育成に向けて、男女共
同参画推進に関する国・県等の専門研究機関等における研
修や講演会への市民参加を促進します。

B

◯お知らせページに開催情報掲載
◯各庁舎へチラシ設置
◯男女共同参画推進会議及び市 民ネ ット
ワークゆめこらぼへ情報提供

◯お知らせページに開催情報を随時掲載
◯各庁舎へチラシを随時設置
◯男女共同参画推進会議及び市民ネットワークゆめこらぼへ情報提供と参加呼掛け
●国立女性教育会館研修
　・6/12～14「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画研修」参加：2人
（うち男性1人）

B

参加促進 のた め開
催情報等を掲載した

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

地域活動を支援するため、地域リーダーの育成や組織の充
実を図ります。

B

◯コミュニティ団体の支援や設立の推進をす
る
◯コミュニティ研修会の実施

◯市民活動団体が対等な関係で活動できる仕組みとして地区コミュ二ティの設立を推進した
◯既存団体への研修会を7月と2月に行った

A

25年度は3つの地区
コミュニティ団体が設
立され事業を行った 市民協働課

（自治振興課）

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するため、消費生活
相談員の育成を図るなど、消費生活センターの充実に努め
ます。

A

◯消費生活相談員への研修機会の提供
◯チラシ・パンフレットを通じた啓発を図る

◯消費生活における苦情や相談について、問題解決の支援や未然防止の啓蒙・啓発活動を積極的
に行った A

積極 的に研修 会に
参加した 商工政策課

消費者団体を育成・支援し、消費者保護の啓発を図ると共
に、市民生活にかかる多様な内容と問題提起などの消費生
活展を開催します。 B

◯各種キャンペーン、イベントへの出店を通じ
消費者問題の周知、啓発を図る

◯古河市消費者団体連絡協議会では、消費生活相談員による悪質商法被害防止に関する勉強会
及び県職員による食品表示に関する勉強会を開催
◯今年度の消費生活展において、消費生活センターのチラシ・パンフレットを配布、周知を行った B

消費者問題の周知、
啓発活動を積極的に
行った 商工政策課

平成24年度
取組ランク

平成25年度実施状況

22
女性リーダー養成事業
の推進

21
男女が共に参画する地
域活動の促進

23
消費者活動への男女共
同参画の促進

具体的施策 実　施　事　業 担当課
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基本目標Ⅲ　いきいきと働ける社会環境の整備

計画目標１　雇用の場における男女平等の実現

（１）雇用の場における男女の均等な機会の確保 Ⅲ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

B

◯育児休業制度の啓発・普及 ◯『育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて』のパンフレット配布

C

　各庁舎にパンフレッ
トを設置した 商工政策課

B

◯制度の広報・啓発方法について検討する ◯工業会（アドレス登録企業：16社）、職員向け情報発信【H24～】
　・年間3回発行
　第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」：内閣府主催の男女共同参画
　社会づくりに向けての全国会議の紹介掲載
　第5回12月発行「職場のハラスメント」：企業の取り組みを紹介掲載
　第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」：企業・市の男女共同参画推進の取り組みを紹介掲載
　・国立女性教育会館メールマガジンの転送：年間12回発行

B

事業所の取り組みを
紹介できた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

B

◯事業所との情報交換について検討する ◯雇用対策委員会、市政懇談会等での情報交換
　6/3・4　近隣学校訪問　   18校訪問
　6/7　   求人情報交換会　21社　19校出席
　12/3　 市政懇談会　      23 社出席

B

各事業の懇談 の中
で情報交換を行った

商工政策課

B

◯事業所との情報交換について検討する ◯工業会（アドレス登録企業：16社）、職員向け情報発信【H24～】
  ・年間3回発行
　第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」
　第5回12月発行「職場のハラスメント」：京三電機㈱への取材
　第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」
　・国立女性教育会館メールマガジンの転送：年間12回発行

B

工業会事務局 の協
力により事 業所 への
取材と記事掲載をする
ことができた 人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

事業所のトップセミナーやリーダー研修等を行い、事業所に
おける方針・決定の場に、女性が多く参画できるよう、事業
者の意識改革に努めます。

B

◯トップセミナー等の実施について検討する ◯男女共同参画推進会議にて実施に向けての討議、提案をいただいた
◯意識啓発のための情報発信を年3回行った
第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」
第5回12月発行「職場のハラスメント」
第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」

B

トップセミ ナー 等実
施検討について は未
実施、事業 所向 け情
報発信を年３回発信で
きたため

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

茨城県産業技術専門学院等が開催する職業能力開発のた
めの技術講習会等の情報の提供を図ります。 A

◯ポスター、パンフレットを通じ講習会等の周
知を図る

◯ポスターの掲示、パンフレット等の配布
A

積極的な周知を行っ
た 商工政策課

平成25年度実施状況
具体的施策 実　施　事　業 担当課

平成24年度
取組ランク

24
事業所における男女の
均等な機会の確保及び
積極的改善措置の促進

雇用条件や職務内容の男女平等を実現し、働きやすい職場
にするため、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の制
度が事業所で十分生かされるよう、広報・啓発に努めます。

男女共同参画の意識啓発のため、工業会等と連携し、情報
交換等を行います。
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計画目標２　多様な働き方を可能にする環境の整備

（１）農業・商工業等の自営業における働きやすい環境の整備 Ⅲ－２－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

女性の役割を正しく認識し、適正な評価への機運を高め、女

性の能力の一層の活用を促進することを目的とする「農山
漁村女性の日」（３月10日）の普及促進を図ります。

A

◯各団体が事業を円滑に推進できるよう支援

していく

◯女性の農業経営参画及び女性起業の推進

　・「古河市女性起業ネットワーク委員会食遊三和」が29回研修・会議・講座・直売を開催
　・「認定農業者連絡協議会総和・三和女性部会」が4回研修・会議を開催
　・「総和地恵の和会」が8回会議・研修・直売を開催 A

各団体ごとに得意分

野を活かした、農産物
の加工研究や直売等
の取り組み を積 極的

に行っている
農政課

商工会議所・商工会女性部への活動支援を行います。

B

◯活動支援を通じ、共同参画の促進を図る ◯関東ド・マンナカ祭りの運営委員として参画いただいた。また、商工会、商工会議所を通じて補助金
等の間接的支援を行っている B

イベント開催に向け
てご意見をいただいた 商工政策課

中小企業のための低利融資制度の充実を図ります。
A

◯中小企業の経営体質の改善を図る ◯自治金融、振興金融の融資あっせん、保証料及び利子の補給
A

充実を図った 商工政策課

26
家族経営協定の締結の
促進

家族一人ひとりの役割と責任を明確にし、それぞれの意欲
と能力が十分に発揮できるよう家族経営協定の締結を促進
します。

B

◯家族経営協定の推進を図るため、関係機
関と検討を行う

◯家族経営協定の推進
　・155経営体
◯農業経営への女性参画を推進する女性団体（パートナーシップ活動推進委員会）への支援

　・会議・研修会・講座　10回開催 B

　更に家族経営協定を
推進す るた めの 取り
組み、啓発活動 が必

要である 農政課

経営能力向上のための講座の開催及び情報の提供を行い
ます。

A

◯関係機関と連携を取り、受講者の確保に努
める

◯坂東地域農業改良普及センター主催
　・パソコン簿記講座　5回開催

　・「アグリセミナー」の講座　10回開催 A

計画的に経営 能力
向上のための講座を

開催し、受講生の募集
を行っている

農政課

女性農業者がいきいきと働き、能力が発揮できるように、女

性農業士の育成を図ると共に、農村女性大学等の参加促進
や女性農業士の海外体験研修への参加を促進します。

A

◯関係機関と連携を取り、受講者の確保に努

める

◯坂東地域農業改良普及センター主催

　・農産加工講座　1回開催
　・農村女性講座　3回開催
◯女性農業士会坂東支部主催

　・「ドリームアグリカルチャー」1回

A

　継続して、坂東地域

農業改良普及セン
ターと連携を図り、女
性講座の開催、受講

生の募集を行っている

農政課

（２）就職・再就職に対する支援 Ⅲ－２－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

ハローワーク（職業安定所）等との連携を図り、求人情報を
提供します。 A

◯求人情報の提供を通じ、就労機会を高める ◯各庁舎に求人情報掲示板を設置し、ハローワークからの求人情報一覧の配布および掲示板の更
新(毎週) A

毎週、各庁舎に求人
情報を掲示した 商工政策課

女性の就業機会を高めるため、委託事業等による再就職の

ための支援、及び、パートタイム就労希望者等に対する相
談や情報の提供を行います。

A

◯チラシ等の配布を通じ、情報提供を図る ◯『子育てママ再就職支援事業』等チラシの配布

A

　積極的な情報提供を

行った 商工政策課

（３）多様な働き方を可能にする就業条件の整備 Ⅲ－２－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

29
労働時間短縮等の労働

環境の整備

男性が地域社会や家庭生活に参画し男女共同参画を実現
するため、長時間労働の抑制など環境整備についての情報

提供を行います。また「働く女性の家」等、勤労者のための
施設の活用を図ります。

A

◯「働く女性の家」の女性利用率の向上

◯女性対象講座の充実

◯勤労青少年ホーム及び働く女性の家においては、平日夜間に開催する講座を開設
　・23講座　177回

A

勤労者向 けの 講座
の充実を行った

商工政策課

平成24年度
取組ランク

平成24年度
取組ランク

平成24年度

取組ランク

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

25

農業や商工業等の自営
業に対する男女共同参
画の促進

具体的施策 実　施　事　業 担当課

28
就職・再就職に関 する

情報の提供

27
女性農業者等への支援
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計画目標３　仕事と家庭の両立支援

（１）仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 Ⅲ－３－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

仕事と育児・介護等家庭生活との両立に関する意識啓発を
進めると共に、仕事と家庭両立支援セミナー等を開催しま

す。

B

◯市主催セミナー・講座
・家庭生活における男女共同参画の促進と性

別による役割分担意識の解消のため、男性
でも参加しやすく、男性の家事意識の促進を

図るための講座を行う

・前年度に引き続き「いきいきと働く女性」「子
育てする男性」の写真募集を行う

・就学時健診時の保護者を対象に男女共同

参画推進に対する啓発を行う

◯国、県等の講座への参加

◯市主催セミナー・講座
　・3/8（土）「メンズカフェ」講座

　講師　須藤　高揚氏
　対象　市内在住在勤の男性20人（カップル可）

　参加　24人（男性16人、女性8人）
◯2013パートナーシップin古河フォトコンテスト開催－市内9カ所で巡回展示と来場者投票を実施

　女性部門：「いきいきと働く女性」24作品（投票数1,435票）
　男性部門：「子育てする男性」26作品（投票数1,411票）

　最高得票と準得票の応募者を2/8（土）表彰
　※天候不良のため中止

◯就学時健診時を利用した啓発
　・対　 象：健診待ちの保護者

　・説明者：職員、推進会議委員、ゆめこらぼ会員の3人（男1人、女2人）
  ・男女共同参画情報を小学校23校へ作成配布

　・小学校3校にて10分程度男女共同参画関係の説明
　（9/25名崎小、10/16上辺見小、10/25古河三小）

●国、県等の講座への参加
　・筑西市　8/7（水）筑西市公開講演会「ワーク・ライフ・バランスについて」参加：1人（男性）

　・県　11/28（木）「ワーク・ライフ・バランス　シンポジウム」参加：3人（うち男性0人）
●高齢社会をよくする女性の会

　・7/12.13「次世代につなげるシニアの元気！高齢社会をよくする女性の会全国大会in茨城」参加：7
人（うち男性1人）

　

B

仕事と育児に関して
は、就 学時 健診 を利

用した啓発の機 会が
得られるなど、各世代

への働き掛けを行うこ
とができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

A

◯妊娠出産を安心して迎え、産後の育児に
役立つ準備教育とするとともに母親同士の親

睦を深め、今後の交友関係の礎とする

◯マタニティースクールの開催
　・1コース3回、年5回、参加延べ人数195人

　＜妊娠編＞妊娠中の過ごし方、栄養
　＜安産・母乳編＞妊婦体操、呼吸法

　＜育児編＞産後の生活と赤ちゃんの保育、先輩ママとの交流 A

妊婦同士 や先 輩マ
マとの交流を通して、

これからの 出産 やそ
の後の育児 を考 える

機会になっており、教
室終了後も 母た ちの

交流が続いている

健康づくり課

B

◯出前講座「どこでもレクチャー」を活用し、
介護保険制度等についての情報提供を行う。

目標回数：平成24年度実績3回以上

◯出前講座「みんなで支える介護保険」計6回実施（参加者：185名）
内容：介護保険制度や介護の申請・認定方法、保険料等介護保険全般について説明した

A

様々な市民団体（自
治会等 ）へ の情 報提

供により、介護保険へ
の理解が得られた 介護保険課

B
◯広報、パンフレットによる周知を図る ◯県や国から提供されるパンフレット（「労働時間等見直しガイドライン」活用の手引き等）を活用した

啓発 B
各庁舎にパンフレット

を設置した 商工政策課

B

◯トップセミナー等の実施について検討する ◯トップセミナー・リーダー研修未実施

◯工業会、職員向け情報発信【H24～】

　・国立女性教育会館メールマガジンの転送：年間12回発行
　・年間3回発行

　第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」
　第5回12月発行「職場のハラスメント」

　第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」
　・ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業所の紹介（第5、6回）

B

トップセミナー・リー

ダー研修未 実施 。事

業所の取り 組み を紹
介した

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

平成24年度
取組ランク

平成25年度実施状況
担当課

育児・介護に関する講座の開催や相談、情報の提供を行い
ます。

31

事業所等における育児・
介護休業制度の導入の

促進

長時間労働の抑制等、子育て期間中の働き方の見直しを進

めるため、男性の育児・介護休業取得を促進します。また、
事業所のトップセミナーやリーダー研修等を行い、事業者の

意識改革に努めます。

具体的施策 実　施　事　業

30
仕事と育児・介護 の両

立に関する意識啓発
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（２）地域における子育て支援体制の充実 Ⅲ－３－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

延長保育・特定保育・一時保育・休日保育・病児・病後児童
保育等、多様な保育サービスの充実を図ります。

A

◯民間保育園１４カ所で、延長保育・特定保
育・一時保育・休日保育・病児病後児保育等
を実施した園に補助金を交付する

◯延長保育補助金を私立保育園14カ所に交付（67,639,660円）
◯一時・特定保育補助金を私立保育園7カ所に交付（20,080,000円）
◯その他特別保育補助金を私立保育園に交付 Ａ

民間 保育 園におい
て、多様なサービスを
実施している

子育て対策課
（子育て支援課）

地域において、子育ての相互支援を行うため、ファミリーサ
ポートセンター事業の充実、および地域子育て支援事業の
促進を図ります。

A

◯ファミリー・サポートセンター事業の充実、
子育て支援センターの充実

◯ファミリー・サポートセンター事業
　・施設利用者数4,009人（延べ人数）
　・施設サービス利用時間23,622時間（延べ時間）
◯地域子育て支援事業
　・公立2カ所、私立4カ所

Ａ

地域子育 て支 援事
業では、公立で1施設
増やしたことで、より地
域に密着したサービス
が可能となった

子育て対策課
（子育て支援課）

33
子育てにおける男女共
同参画意識の普及と啓
発

子育てにおける男女共同参画意識の普及・啓発のため、子
育て実践講座・育児教室等を開催します。

A

◯子どもを産み育てるための家庭の中で父
親の役割について考える機会を持つととも
に、夫婦の絆を強め共に子育てをするという
認識を高める

◯両親学級の開催
　・年6回実施
　・参加者数：父89人、母94人
内容：赤ちゃんの沐浴実習、専門講師による講話「妊娠中の夫婦に伝えたいこと―父親の役割ー」、
父親による妊婦体験（ジャケット着用）等

A

　父親の妊婦体験によ
り妊婦への 理解 につ
ながるとともに夫婦で
子育てについて考える
機会となっている

健康づくり課

（３）地域における介護支援体制の充実 Ⅲ－３－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

A

◯介護保険に関する相談・問い合わせ等に
対応し、介護サービスの内容・介護報酬等の
情報提供・周知を図る

◯介護に関する相談・問い合わせに応じて、介護保険法に基づいたサービス利用等の情報提供をし
ている。各庁舎窓口において、同様の情報提供となるよう連携を図った。また、窓口事務マニュアル
の見直しを行った

A

介護保険制度 の情
報提供・周知が図られ
た。各庁舎間で連携を
図り、情報提供が庁舎
間で同様の対応にな
るよう努めた

介護保険課

Ａ

◯高齢者がいつまでも自分らしくいきいきと過
ごしていけるよう介護予防普及啓発事業や二
次予防事業の充実を図るとともに、地域にお
ける介護予防活動を推進していく

◯介護予防普及啓発事業では、さわやか教室や出前教室をはじめシルバーリハビリ体操教室・料理
教室・認知症予防講演会・認知症予防キャンペーンを実施した
◯二次予防事業では運動プログラムや複合型プログラム・訪問型プログラムを実施した
◯地域介護予防活動の推進では、古河シルバーリハビリ体操指導士の会をはじめ古河市介護予防
サポーターや食生活改善推進協議会への育成・支援事業を実施した
　・平成２５年度は　実施回数約６９４回　参加者数　延　18,517　人

Ａ

　介護予防事業の取り
組みも多様化され、内
容 も 充 実 して き てお
り、実施回数・参加者
数とも増加

高齢福祉課

34
介護サービス体制の充
実

介護する家族の負担軽減や、介護を必要とする市民の自立
を支援するため、介護に関する相談及び情報提供などを実
施し、要介護（支援）者のニーズに対応した、サービスの提
供を図ります。また、介護状態にならないための介護予防
の取り組みについての情報提供を行い、介護予防の普及啓
発を図ります。

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

32
多様な保育サービスの
充実と子育て支援

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

平成24年度
取組ランク

平成24年度
取組ランク
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基本目標Ⅳ　健康で安心して暮らせる生活環境の整備

計画目標１　生涯にわたる健康支援及び安全の確保

（１）生涯を通じた健康に関する意識の浸透 Ⅳ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

女性特有の健康問題に対応するため、検診や健康教育・相

談を行うと共に「性と生殖に関する健康と権利」の重要性を
認識できるよう、情報提供や啓発活動に努めます。

A

◯自分自身のライフステージを見据え、性と

生殖に関わる選択ができる

◯中高生・乳幼児ふれあい交流事業

  ・3回実施、63人の中高生が参加
　・性について正しい知識の習得と、自らの行動を考える内容を実施

◯中学生への「いのちの教育」

　・市内中学校8校、1,011人
　・性についての知識、いのちについて考える内容を実施

Ａ

どちらの事業につい

て も 、 参 加 者 の アン
ケートから、正しい知

識の習得と、いのちに

ついて考えるきっかけ
になっている

健康づくり課

男女共同参画の視点による学校・家庭における性教育の充
実や、思春期における性に関する相談と学習の機会の提供

に努めます。
A

◯市内全32校において、性教育に関わる授
業を実施する

◯小学校4年生からの体育の授業、中学校の保健体育での授業において、性教育を充実するように
指導した

◯児童生徒の発達段階に応じて、学級活動における心身の健全な発達や男女の理解といった題材
での性教育に関する学習を展開した Ａ

全小中学校で、発達
段階に応じた性 教育

に関する授業が実施
されたのでＡとした 指導課

（２）母性保護と母子保健サービスの充実 Ⅳ－１－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

36
母性保護に関する広報

活動の充実

若い世代を対象に、思春期において乳幼児とふれあい、生
命の尊さや家庭の大切さを学び、母性・父性を育成します。

A

◯いのちの大切さについて理解し、自分自身
と他者を大切にした行動がとれる

◯父性、母性を育む

◯中高生・乳幼児ふれあい交流事業
  ・3回実施、63人の中高生が参加

　・人形を使って、抱っこの仕方やおむつ替えなどを実習してから、実際に乳幼児とのふれあい体験

を実施
◯中学生への「いのちの教育」

　・市内中学校8校　1,011人
　・胎児モデルや赤ちゃん人形を使って、いのちの尊さを考える内容を実施

Ａ

中学生への「いのち
の教育」は、市内の8

校で実施。 参加 者へ

のアンケートから、い
のちの尊さを学んだと

いう意見が多く聞かれ
た

健康づくり課

37
母子保健サービスの充

実

訪問指導の実施や母親教室の開催、母子健康手帳の交付
など母子保健サービスの充実に努めます。

A

◯妊産婦・乳児に関する保健サービス等の
情報提供と正しい知識を周知する

◯母子健康手帳の交付:1,140件
　・母子健康手帳交付時、面接相談を実施し、母子保健サービスを紹介

　・事業対象者には、個別通知や広報・ホームページで勧奨

　・妊産婦や乳幼児等の個別訪問指導も実施
A

妊娠１１週以内の早
期届出は去 年より増

加し、93％であった 健康づくり課

38

母子に対する医療サー
ビス体制の充実

救急指定医療機関や小児救急医療体制における近隣市町

との連携を図ります。また、妊婦・乳児健康診査に係る費用
の助成を行います。

A

◯妊婦・乳児に対する健康診査と健康管理に

関する普及高揚を図り、妊婦の経済的負担
の軽減を図る

◯妊婦健康診査受診票の交付は1人につき14枚

  ・交付件数は16,641件
◯乳幼児健康診査受診票の交付は1人につき１枚

　・乳幼児健康診査の交付数は1,269件
◯小児医療体制については、近隣市町村との輪番制を導入し実施している。

A

市民 の利 便性 を考

慮し母子手帳の交付
は5カ所で行っている

健康づくり課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

35

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの意識の普及

平成24年度

取組ランク

平成24年度

取組ランク
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（３）心身の健康保持・増進への支援 Ⅳ－１－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

市民の健康づくりのため、食生活の改善や、ヘルストレーニ

ング等の利用の促進を図ります。また、健康づくり協力員に
よる地域への啓発に努めます。 A

◯健康相談や健康教育、ヘルストレーニング

事業、健康づくり協力員会活動の実施によ
り、市民の食生活の改善や健康づくりを支援

する

◯食生活に関する健康教育や相談を実施し、食生活の改善を図った。通常のトレーニング指導に加

え、各種予防体操、体力測定等のプログラムを実施した。健康づくり協力員も乳児訪問や保健事業
の広報活動を実施、保健事業の推進を図った Ａ

　食生活の改善や運

動による健康づくりの
啓発普及の推進を行

うことができた
健康づくり課

A

◯小学校23校で食育講話を実施し,食育への

理解を深める。また、健康教室等では、高血
圧予防を目的とした事業を中心に実施する

◯食育の啓発・普及のため、市内全小学校で就学児保護者を対象に食育講話を実施した。また、広

報の周知により、高血圧の改善・予防を中心とした健康教室や食生活改善推進員による地域での伝
達講習会を実施し、栄養改善の推進を図った Ａ

食育講話 は例 年ど

おりに実施。健康教室
は前年度より内容を充

実させた
健康づくり課

A

◯市内全32校において、食育の学習指導を

実施する

◯市内全32校において、家庭科や保健体育の学習、給食指導の時間において、食育の学習指導を

行った
Ａ

全小中学校で，食育

に関する授業が実施

されたのでＡとした
指導課

A

◯園庭を利用して野菜を育てる ◯食育推進基本計画を参考に野菜を育て、食材にすることで、食に興味や関心を持たせている

Ａ

育てた野菜を調理し
食すことで、食に対す

る関心が出た
子育て対策課

（子育て支援課）

40

健康づくりに関する相談
体制の充実

精神保健相談の充実や生活習慣病に関する相談の実施、

女性特有の病気に関する相談体制の充実など、ライフス
テージに応じた健康相談の充実を図ります。

B

◯精神保健相談や健康相談、随時相談等を

実施し、市民の精神的・身体的健康の保持増
進を図る

◯心の健康相談：年間12回実施し、相談延べ人数18人

◯その他、随時精神保健相談実施
◯生活習慣病に関する相談として成人健康相談（年間12回実施、相談延べ人数24人）、知って得す

る健康相談(年間10回実施、延べ人数103人）、その他随時電話相談等を実施

Ｂ

相談件数 は横 ばい

の状況。心の相 談や
成人健康相談等につ

いては特に予約が入

らない月もあり、今後
は内容を検討し、働く

世代への支援も検討
していきたい

健康づくり課

エイズを含む性感染症、覚せい剤等薬物に関する正しい知
識の普及・啓発を図ります。

A

◯性感染症、覚せい剤等の薬物について、正
しい知識の普及を図る

◯中高生・乳幼児ふれあい交流事業
  ・3回実施、63名の中高生が参加

　・性について正しい知識の習得と、自らの行動を考える内容を実施

◯中学生への「いのちの教育」
　・市内中学校8校、1,011名

　・性についての知識、いのちについて考える内容を実施

A

中学生への「いのち
の教育」は、市内の8

校で実施。 薬物 乱用

に関するポスターによ
る啓蒙活動を昨 年同

様に行った

健康づくり課

飲酒・喫煙が健康に及ぼす弊害についての啓発活動を促進

します。

B

◯健康や健診結果に関する個別相談時に、

飲酒や喫煙に関する知識の普及を図る

○成人健康相談(年間12回開催、相談延べ人数24名）、知って得する健康相談（年間10回開催、相

談延べ人数103名）、健康教室等（病態別健康教育実人数64名、からだリセット教室1回目７２名、美
ボデイ教室1回目6７名）において飲酒や喫煙による体への影響等の説明・指導を実施した。

○年１回、広報（健康百科）にて知識の普及・啓発を実施した。
Ａ

個別相談時の 知識

の普及はできたが、相
談利用者数は横ばい

の状況。今後は 普及

啓発の機会や内容に
ついて検討していく

健康づくり課

平成24年度

取組ランク
担当課

平成25年度実施状況

具体的施策 実　施　事　業

41
薬物乱用防止等に関す

る啓発活動の実施

39

健康管理の推進と健康
に関する啓発活動の充

実

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、豊かな

人間性を育めるよう、家庭・学校・保育所・地域等が連携した
食育の取り組みを促進します。
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（４）生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 Ⅳ－１－（４）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

42
各種団体及び指導者等
の育成

各種団体組織と連携を図り、女性指導者や障害者団体の育
成に努めます。

B

◯スポーツ推進委員の指導力向上及び市民
の生涯スポーツの推進を図る

◯体育の実技指導やニュースポーツの普及のため、スポーツ推進委員会（女性委員約20％、5人）を
設置し、市民のスポーツ普及に努め、年4回程度の事業を開催している
　・第27回古河市ウォ―クラリー大会
　　6月 １日(土)　51チーム　（参加者209人）
　・第39回古河市小学生なわとび大会
　　2月 1日(土)　参加者　個人ジャンプ　357人、チームジャンプ　14チーム
　・第13回体力健康つくり「トレッキング」(軽登山)
　　7月 7日(日)　参加者84人
　・体力測定会
　　7月13日(土)　 参加者56人

B

昨年度同様の 事業
を企画・立案し、市民
の健康の維持・増進を
図るために開催するこ
とができた

スポーツ振興課

B

◯各種スポーツ大会や行事等を実施すること
により、生涯スポーツに親しむ機会を提供す
る

◯全国から招待チーム等を招き交流試合等
を行うことによって地域間の交流を深める

◯市主催大会、体育協会主催大会を開催している中で、競技スポーツやレクリエーションスポーツ大
会等を開催した。また、誰もが気軽に参加できるよう、利用者ニーズに合わせたスポーツ教室を開催
した
　・古河市マスターズサッカー大会
　　5月18・19・25・26日　参加者　3,000人
　・古河市マスターズ野球大会
　　4月4日　～7日　　　参加者　1,000人
　・ALL　JAPANマレットゴルフ選手権KOGA大会
　　4月29日　　　　　 　参加者　 362人
　・古河まくらがのの里・花桃ウォーク
　　3月22日～23日　　参加者　1,839人
　・市主催教室　　　41教室

B

昨年度同様の 事業
を開催し、市民のニー
ズに合わせた教室な
どを開催できた

スポーツ振興課

B

◯高齢者のスポーツ参加機会の拡充 ◯古河市老人クラブ連合会では、スポーツを通じて、健康の保持増進を図るとともに地域間の交流を
深めるため、第5回茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ古河大会を実施した。古河、総和、
三和老人クラブ連合会の大会予選で勝ち抜いた987人（延べ人数）が参加した

Ａ

　老人クラブ連合会へ
の活動助成により、ス
ポーツ大会を通して交
流や健康の保持増進
の機会となった

高齢福祉課

担当課
平成25年度実施状況

平成24年度
取組ランク

具体的施策 実　施　事　業

43
生涯スポーツの推進

子どもから高齢者までの誰もが、いつでもどこでも自分の好
みや能力に合わせて気軽に楽しむことができる「生涯スポー
ツ」を推進すると共に、高齢者スポーツ大会等への支援を行
います。
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44
スポーツ施設の設備の
充実

市内小中学校の体育施設を夜間開放します。また、スポー
ツ施設の整備・充実に努めます。

B

◯市民のスポーツ振興を図ると共に子供や
高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用で
きる施設・環境つくり

◯市内小中学校の体育館・柔剣道場・屋外運動場を開放した
【古河地区】
　小学校（7校）－体育館・屋外運動場
【総和地区】
　小学校（10校）－体育館・屋外運動場
　中学校（3校）－体育館・柔剣道場
【三和地区】
　小学校（6校）－体育館・屋外運動場
　中学校（3校）－体育館・柔剣道場
◯市内スポーツ施設の改修等を行った
　　・諸川ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟｰｸ野球場
　ﾊﾞｯｸﾈｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ修繕
　　・農村改善センター
　グランドゴルフ場防風ネット設置
　　・中央運動公園
　総合体育館軒天及び談話室天井改修
　陸上競技場高跳び・棒高跳び用マット修繕

B

昨 年 度 同 様 に、ス
ポーツ施設の改修・修
繕 等 を行 う こ と で ス
ポーツ施設の充 実に
努めた。今後も継続し
て整備・充実を行って
いきたい

スポーツ振興課

（５）防災分野における女性参画の拡大と災害時における市民への配慮 Ⅳ－１－（５）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

45
防災分野における女性
参画の拡大促進

防災会議への女性委員の登用を検討します。また、防災分
野における女性消防団の活動の充実を図ります。

A

◯東日本大震災での教訓を踏まえ、地域防
災計画に女性の視点を取り入れるため、防災
会議へ女性委員を登用する

◯女性消防団員の活動充実と拡充を図るた
め、女性消防団員の募集を行う

◯平成24年度に、防災会議へ女性委員（2名）を登用し、平成25年度についても、継続（変更なし）
◯平成25年4月1日付で女性消防団員を４名増員し、合計10名となり活動の充実を図った

Ａ

・昨年度と同様に防災
会議へ女性委員を登
用し女性の意見を取り
入れた

・女性 消防 団員 の増
員により活 動意 欲の
向上や新たな活動へ
つながった

危機管理防災課
（危機管理課）
（消防保安課）

46
災害時における市民へ
の配慮

地域防災計画を見直し、女性や子育てに配慮した避難所の
運営体制と、女性のニーズ等を反映した避難所の整備等を
盛り込んだ避難所運営マニュアルの作成を目指します。

B

◯女性や子育てのニーズを踏まえた災害対
応（避難所等での生活に関する対応）

◯災害時に備え、避難所等で提供する物資（アレルギー対応ミルク）を購入した。これまでも、ミルク
の他、オムツや哺乳瓶なども購入（備蓄）しており、今後も、女性や子育てに配慮した避難所運営（設
計）体制の強化に努めてまいりたい

Ａ

女性 委員 の意 見を
基にマニュアルを作成
し、それに基づき物資
等を購入した

危機管理防災課
（危機管理課）

平成24年度
取組ランク

平成25年度実施状況
具体的施策 実　施　事　業 担当課
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計画目標２　子どもの人権尊重と健やかに育つ環境づくり

（１）子どもが健やかに育つ環境整備 Ⅳ－２－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

47

公園・遊び場等の整備

すべての人が活動できる公園・遊び場等の環境を整備し、

公共施設等のバリアフリー化の推進を図ります。

A

◯新規開発公園の設置について、安全で皆

が憩える公園になるよう指導を行う

◯遊具の保守点検を行い、必要な場合には

速やかに修繕を行う

◯ネーブルパークにスロープを設置する

◯公園の新設

　　（総和地区3、三和地区1）

◯公園の遊具を点検し、修繕を行った

◯ネーブルパークにスロープを設置
A

事業目標に対し、新

規開発 公園 、ネ ーブ

ルパー クの スロープ

設置は達成できた。遊

具の補修については、

一部未修繕箇所があ

る

都市計画課

A

◯防犯教室の開催や犯罪抑止の推進 ◯防犯協会女性部による小学校の防犯教室を開催犯罪に遭わないよう啓発活動と防犯連絡員等を

引き続き委嘱し防犯体制の充実・啓発に努めている。各23校対象に防犯活動

A

各小学校 で防 犯教

室を開催し犯罪 の遭

わないよう、寸劇を含

め啓発活動中
交通防犯課

A

◯環境浄化活動の実施

　・有害図書等自販機の立入調査2カ所

　・白ポストの設置・管理

　・青少年の健全育成に協力する店の推進

　・こどもを守る110番の家登録推進

　・地域のおじさん、おばんさん活動事業

◯環境浄化活動「有害図書等自販機の立入調査」2カ所実施

◯環境浄化活動「白ポストの設置・管理」

◯環境浄化活動「青少年の健全育成に協力する店」H25年度登録店舗　261軒

◯「こどもを守る110番の家」H25年度登録軒数　3,091軒

◯「地域のおじさん、おばさん」活動事業
A

例年どおり、事業目

標に沿って実施できた

ため

生涯学習課

（２）児童虐待防止事業の充実 Ⅳ－２－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

49

児童虐待防止に向けた

意識啓発と支援体制の

整備
A

◯児童虐待防止推進月間期間中に広報啓発

活動を行う

◯児童虐待推進月間（11月）にオレンジリボン街頭キャンペーンを実施。古河駅と道の駅(まくらがの

里こが)にて、関係者(主任児童委員・古河警察署・古河保健所)の協力を得て、啓発パンフレットを

1,000部配布した

◯広報古河(11月1日号)に児童虐待防止を啓発する内容の記事を掲載した
A

児童虐待防止 推進

期間中に、 啓発 活動

や広報活動を計画通

り実施できた
福祉総務課

B

◯出前講座開催

　・11/11（月）県立古河第三高等学校

　・26年度開催校への依頼

◯11/11（月）デートDV防止講座開催

　・開催校　古河第三高校　１年生　237人

　・講   師　NPO法人エンパワメントかながわ

　・参観者　推進会議委員、福祉総務課職員、近隣自治体職員、人権擁護委員の29人

◯福祉総務課との連携

　デートDV啓発冊子を開催校で配布

B

・学校、講師の協力に

より生 徒及 び教 師に

対 して の啓 発が でき

た。また、福祉総務課

職員、近隣自治 体職

員、人権擁護委 員等
の参観 もあり関 係機

関との連携もできた

・26年 度は 古河 第一

高等学校開催の了解

を得ることができた。

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

48

防犯体制の充実

防犯意識の高揚と防犯灯設置など、犯罪が起きにくい環境

整備に努め、青少年健全育成対策の充実を図ります。

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

児童虐待防止推進月間（11月）において、古河市虐待ＤＶ対

策地域協議会と共催で、児童虐待防止啓発事業（オレンジ

リボンキャンペーン）を行います。

平成24年度

取組ランク

平成24年度

取組ランク
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49
児童虐待防止に向けた
意識啓発と支援体制の
整備
≪続き≫

児童虐待防止の充実強化及び早期発見のため、福祉事務
所・民生委員・児童委員等の関係機関による児童虐待防止
のためのネットワークを設置し、必要な情報の交換を行い、
適切な保護を行います。 A

◯関係機関と情報共有し、連携を強化する ◯古河市虐待ＤＶ対策地域協議会（要保護児童対策）において、要保護児童の対応や支援を行って
いる。地域で見守りが必要な家庭に対して、定期的に関係者で対応会議を開催し、連携を図っている

Ａ

支援が必 要な 要保
護児童に対して、関係
機関と定期的に情報
交換を行い、連携を図
ることができた

福祉総務課

筑西児童相談所等の関係機関と連携を図り、小中学校で虐
待と思われる事案について迅速に対応します。

A

◯市内全32校に対して、計画訪問等をとおし
て虐待に対する対応の指導を行う。また、市
担当課、児童相談所との情報交換を行う

◯市内全32校に対して、計画訪問等をとおして虐待に対する対応の指導を行った。また、市担当課、
児童相談所との情報交換を行い、迅速な対応を図った

Ａ

全 小 中学 校に対し
て、目的の 指導 が実
施できたのでＡとした。
連携が必要なケース
に対して児童相談所と
連携をとることができ
た

指導課

（３）子どもに関する相談支援体制の整備・充実 Ⅳ－２－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

育児不安の親への相談体制の充実を図り、乳幼児や児童
の健全育成のため、乳幼児健診や訪問指導等の充実を図
ります。 A

◯安心して育児ができるための支援をし、対
象者の発達の確認や疾病の早期発見を行う

◯生後4カ月までの赤ちゃん訪問等の実施
　・訪問延べ件数1,053件
◯乳幼児健診（3カ月児、1歳6カ月児、3歳児）の実施
　・健診後の要観察児のフォローのための電話相談・家庭訪問を実施

A

赤ちゃん訪問実施率
も95％を超え、全ての
乳幼児健診受診率も
90％を超えている

健康づくり課

A

◯相談窓口の周知と相談支援の充実を図る ◯電話相談及び来所相談者に対して、関係機関と連携をしてニーズに即した支援を行っている
◯研修に参加し、相談技術のスキル向上を図った

Ａ

積極 的に研修 等に
参加することで、相談
技術のスキルが向上
した

福祉総務課

A

◯安心して育児ができるための支援をし発
育･発達を促す

◯乳幼児健康相談：古河・総和地区は毎月、三和地区は隔月実施。随時関係機関と連携を図り、子
育て支援を行っている

A

ゆっくりと相談できる
環境を整え、他の親子
との交流の場になって
いる

健康づくり課

A

◯市内小中学校に県派遣スクールカウンセ
ラーを派遣し、十分に活用するよう指導する

◯古河市教育支援センターにおける相談員
の電話相談の充実を図る

◯市内小中学校に県派遣スクールカウンセラーを派遣し、各校で児童生徒・保護者、教職員等の充
実した相談活動が行われるように指導した
◯古河市教育支援センターにおける相談員が夜間の電話相談も実施し充実を図った

Ａ

県派遣スクールカウ
ンセラーや 市教 育支
援センター の相 談員
の相談体制の充実が
図れた

指導課

A

◯青少年電話相談の実施 ◯青少年電話相談
　・H25年度　8件

A

例年どおり、的確な
相談業務を行うことが
できたため

生涯学習課

現在子育て中の親の悩みを解消するため、家庭児童相談
や乳幼児健康相談の充実を図ります。

スクールカウンセラー配置による相談体制や、青少年電話
相談事業の充実を図ります。

50
子どもに関する相談支
援体制の整備

具体的施策 実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況

平成24年度
取組ランク
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計画目標３　高齢者・障害のある人等に対する自立支援

（１）高齢者が健やかに暮らせる環境の整備 Ⅳ－３－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

51
高齢者の社会参画の促
進

高齢者の生きがいを高めるため、高齢者の特性を生かした
ボランティアや就業の機会を充実します。また、老人クラブ
等の活動を支援します。 B

◯老人クラブ、シルバー人材センター支援の
ための助成充実

◯高齢者の就業の機会を支援するため、シルバー人材センターへ活動助成金を交付した。また、単
位老人クラブおよび古河市老人クラブ連合会へ助成金を交付し、活動を支援した。平成25年度現
在、古河市老人クラブ連合会には、158団体が加入、7,658人が活動している Ａ

　活動内容にあわせた
助成金の交付につい
て概ね達成できた 高齢福祉課

A

◯介護保険事業計画に基づく、認知症対応
型共同生活介護の整備を進める

◯1施設18床の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備を図った。平成26年度整備計
画の2施設36床について公募し、２施設の整備承認を行った

A

住み 慣れ た地 域で
安 心 して 暮 ら せ るよ
う、生活基盤の整備を
進められた 介護保険課

B

◯高齢福祉在宅サービスの充実・拡充 ◯ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯に対して各種サービス（給食サービス・愛の定期便・緊急通報シ
ステム等）を実施した

Ａ

救急医療情報カプセ
ル配布者へ各種サー
ビスの案内 通知 を送
付して周知できた 高齢福祉課

B

◯高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができるよう、相談を受け個々に対応し
たり、日常生活自立支援事業や成年後見制
度の説明、普及啓発に努める。また認知症に
ついて正しく理解・見守れるサポーターや店を
増やす

◯高齢者に関する相談を受け付け、適切な制度やサービスに繋げたり、関係機関と連携を図りなが
ら、高齢者虐待に対応した。権利擁護についても、日常生活支援事業や成年後見制度の説明、普及
啓発に努めた。また認知症になっても安心して暮らせるまちづくりとして、認知症サポーター養成講座
（認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守り支援するサポーターを養成）を実施（年7回・延べ
260人養成）。「認知症の人にもやさしいお店」登録事業を実施し、21カ所の事業所・施設・店舗等が登
録している Ａ

随時 高齢 者相 談を
実施し、出前講座等で
認知症サポーター養
成講座を実施。また、
認知症の人にもやさし
いお店が登録され、地
域で認知症 の人 とそ
の家族を見守る体制
ができ始めた

地域包括支援センター

実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況

平成24年度
取組ランク

介護保険事業の計画的な運営を図り、高齢者が住みなれた
地域で安心して暮らせるよう生活基盤の整備に努め、ひとり
暮らし高齢者等を対象とした福祉サービスの充実を図りま
す。また、虐待防止と権利擁護を推進します。

52
高齢者が安心して暮ら
せる環境づくり

具体的施策
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（２）障害のある人に対する支援 Ⅳ－３－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

53
ノーマライゼーション
※理念に基づいた施策
の推進

障害者基本計画に基づき、障害のある人が特別視されるこ
となく、社会の構成員として参画し、行動できるように意識啓
発に努めます。

A

◯障がいのある人も、ない人も、誰もが相互
に支え合う共生社会の実現のために、障がい
や障がいのある方に対する正しい理解を深め
られるよう啓発活動、交流の機会を充実させ
る

◯市民の方に障がいに関しての理解を深めるためにkoga障がい者フォーラム2013を開催した
　・実施内容　：　基調講演、パネルディスカッション、ステージ発表、作文、作品展示、障がい者ス
ポーツ・レクレーション等
　・参加者　：　1,200人
◯子どもから高齢者、障がいのある方が集い、地域交流をを目的とした古河ふれあい広場2013を開
催した
　・実施内容　：　ステージ発表、模擬店、福祉体験等

A

各種イベント等を開
催し、多くの市民の方
が参加し、啓発活動、
交流機会の場を提供
できた

障がい福祉課

54
障害 者（ 児） 施設 の充
実・社会参加支援

障害者施設等のバリアフリー化を推進します。また、社会参
加支援として、障害のある人に対する交通手段の確保や、
住宅リフォームの助成、就労支援等を行います。

A

◯社会参加支援事業の継続実施 ◯タクシー助成や住宅リフォーム助成、循環バス助成等を行うことにより、社会参加の促進を図って
いる
◯手話通訳者等の派遣や同行援護、移動支援事業による障がい者の外出支援の実施
◯障害者団体の運営支援による、社会参加の機会拡充 A

障害者総合支 援法
の補助対象とならない
障害者福祉施策の継
続実施し、社会参加の
促進を図ることができ
た

障がい福祉課

（３）ひとり親家庭等への支援 Ⅳ－３－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

A
◯ひとり親家庭の母子・父子の健康保持を図
る

◯ひとり親世帯へ医療費助成（所得制限あり）を実施
Ａ

継続実施
国保年金課

B

◯ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進
を目的に支給される児童扶養手当手当制度
を周知する

◯母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図
るため、就職の際に有利であり、かつ生活の
安定に役立つ資格の取得を促進することを目
的に、高等技能訓練促進費等支給事業を周
知する

◯児童扶養手当
　・8/1号広報お知らせページに掲載し、制度内容を周知した
　・古河市ホームページに掲載
　・子育て応援サイト「古河市ママフレ」に掲載
　・障がい者（児童）ガイドブックに掲載
◯ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業
　・7/15号広報お知らせページに掲載し、制度内容を周知した
　・古河市ホームページに掲載
　・子育て応援サイト「古河市ママフレ」に掲載

A

継続実施

子育て応援課
（子ども課）

平成24年度
取組ランク

平成24年度
取組ランク

平成25年度実施状況

55
生活及び就労支援

各種制度の情報提供と自立支援、社会的・経済的・精神的
に不安定な状態に置かれがちなひとり親家庭（母子・父子・
未婚の母子）への助成（児童扶養手当・医療費）を行いま
す。

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況
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基本目標Ⅴ　国際的協調と国際理解の推進

計画目標１　国際社会への参画促進

（１）国際的協調の推進 Ⅴ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

56

国際的協調の推進

男女共同参画に関する世界の取り組み状況の情報を提供

します。 B

◯関連記事整理と男女共同参画推進会議へ

情報提供

◯関連記事整理と男女共同参画推進会議へ情報提供

B

継続実施
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

（２）外国人が暮らしやすい環境づくり Ⅴ－１－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

57

市内在住外国人への相

談体制の充実

在住外国人に対して行うボランティア講師による日本語教室

の開催、及び、外国人が地域社会で暮らしていく中で、日常

生活における心配事や困り事の相談を支援します。
A

◯国際交流の情報交換および生活支援 ◯日本語教室の開催

　・古河会場　昼38回、夜41回

　・総和会場　夜38回

　・三和会場　夜33回

◯国際交流協会において、生活相談の受付を行っている。

A

日本語教室及 び生

活相談を随時実施

企画課

外国語による公共表示の整備をします。

C

◯外国語による公共表示に対しての各課の

意向を把握する

◯アンケートの実施

関係各課へ外国語による公共表示に係るアンケートを実施した Ｂ

意向の把握が 総和

庁舎のみにとどまった

ため

財産活用課

（管財課）

市公式ホームページに、外国語のページを検討します。
B

◯市公式ホームページに翻訳機能を追加 ◯市公式ホームページのリニューアル（平成25年12月実施）に伴い翻訳機能を導入した
A

翻訳機能を導入した 秘書広報課

（広報室）

外国人向けの生活ガイドマップの作成の検討および内容の

見直し・修正を支援します。 A

◯国際交流に関する情報の普及 ◯生活ガイドマップについては、26年度見直しに向けて準備を行った

B

機構改編に合わせ、

見直しを先送りにした 企画課

（３）国際理解と国際交流の推進 Ⅴ－１－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

小・中学校では、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した英語教

育の充実及び国際理解教育の推進を図ります。

A

◯市内全32校において、外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を活用した英語教育や充実した国際理解

教育を実施するよう指導する

◯市内全32校において、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した英語教育や充実した国際理解教育を実

施するよう指導した

Ａ

全 小 中学 校に対し

て、目的の 指導 が実

施できたのでＡとした 指導課

国際友好交流都市との交流支援や、在住外国人との交流

会の開催を支援します。
A

◯協会会員および市民、在住外国人の交流

促進

◯国際交流協会において、12/７（日）に在住外国人との交流会（「ウインターフェスティバル2013」）を

開催した
　・参加者数500人 A

多国籍の人々 の交

流が図 られ 、各 国の
文化が紹介された 企画課

茨城県国際交流協会が主催する日本語ボランティア講師の

要請講座の開催を支援します。 A

◯国際感覚あふれる人材の育成 ◯国際交流協会において、初級日本語ボランティア養成講座を開催した。36人に修了証書が授与さ

れた A

多くの講師を養成す

ることができた 企画課

外国語通訳・翻訳ボランティア、医療通訳ボランティア登録

制度を検討します。
C

◯在住外国人の支援および国際化に対応で

きる地域の人材育成

◯国際交流協会において、会員登録等を推進しているが、登録制度の確立には至っていない。医療

通訳ボランティアの養成について、県国際交流協会主催講座を受講するなど、人材の育成と県との

繋がりの強化に努めた
B

登録制度 の確 立に

至っていないが、人材

の育成は図れた
企画課

平成24年度

取組ランク

平成24年度

取組ランク

平成24年度

取組ランク

平成25年度実施状況

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課

58

外国語による公共表示

の推進及び情報の提供

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

具体的施策 実　施　事　業 担当課

60

国際化に対応できる人

材の育成

59

国際理解と国際交流の

推進
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（４）国際平和・地球環境保全への貢献 Ⅴ－１－（４）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

非核平和推進に関する事業として、原爆写真展及び非核平
和映画会を開催し、非核平和ポスター、作文の募集・表彰・
展示等を行います。 A

◯非核平和映画会の実施
◯非核平和パネル展の実施
◯非核平和ポスター・作文の募集、表彰、展
示

◯非核平和映画会及びパネル展を開催し、市内の小中学生を対象に非核平和ポスター・作文の募
集、表彰、展示を行った。今年度は、非核平和ポスターの入賞者作品も追加して作文集を作成した。
また、昭和館、靖国神社を視察研修した A

非核平和ポスターの
入賞者の作品も追加
して、作文集を作成し
た

総務課

古河市地球温暖化対策実行計画により、温室効果ガスを削
減するための取り組みを実践し、地球温暖化対策の推進を
図ります。

A

◯市役所の事務事業から排出される温室効
果ガス排出量を基準年度である平成20年度
と目標年度である平成25年度とで比較し、
6％削減する。

H25温室効果ガス排出量は13,367,037kgで、基準年度(H20)比20.4％の増加。ただし、二酸化炭素排
出係数を東日本大震災前の平成20年度で固定すると、H25温室効果ガス排出量は基準年度(H20)比
7.3%減。

A

東日本大震災の影響
で、東京電 力管 内の
原子力発電所の稼働
が停止したことによる
二酸化炭素の排出係
数の変化が大きく反映
したと考えられる。仮
に排出係数を固定した
場合、全体の温 室効
果ガス排出量は減少
しており、古河市役所
各部署の取り組みは
浸透している。

環境課

地球温暖化などの地球環境問題の解決に向けて、身近な
地域から地球環境にやさしい社会づくりを進めます。

B

◯みどりのカーテン設置の啓発
(目標値：50件）
◯住宅用環境配慮型設備導入補助金の広
報・ＨＰによる周知
（目標値：太陽光150件、エコキュート30件、
エコジョーズ・エコフィール10件）

◯みどりのカーテンコンテスト
　・応募者：6団体（団体の部）、28人（個人の部）
◯住宅用環境配慮型設備導入補助金
　・太陽光発電システム：153件
　・エコジョーズ、エコフィール：2件
　・エコキュート：35件
◯省エネについての街頭キャンペーンの実施
◯ノーマイカーデー及び公共交通利用促進についての街頭キャンペーンの実施

A

住宅用環境配 慮型
設備導入補助金では
募集枠を適宜見直し、
より多くの市民への交
付を可能にした。街頭
キャンペーンを実施し
た

環境課

水に対する認識を深めてもらうため、浄水場のしくみについ
て、小学生を対象に見学会を実施します。

A

◯日常生活で必要な水道水について、浄水
場施設の見学を通してその認識を深める

◯浄水場施設見学
　・思川浄水場　18回　913人
　・三和浄水場　  6回　243人
合計　25回　1,182人（参考：一般含む）

A

概ね例年どおりの人
数を対象に実施できた

水道課

水質浄化への意識啓発のため、茨城県下水道促進週間コ
ンクール、全国「下水道いろいろコンクール」に参加します。

A

◯全国の小中学校児童生徒及び一般の方を
対象に、9月10日の「下水道の日」にちなみ、
下水道の健全な発達に役立つことを目的とし
ます

◯下水道促進週間コンクール作品参加状況  （古河市内32校中、全小中学校参加）
　　ポスター （  234点）
　　作文　　　（　111点）
　　書道　　　（2,270点）
　　標語　　　（　627点）
　　新聞　　　（　　 1点）
　　　　　　　　　　　　　　　　合計　3,243点

A

24年度比較は、小中
学 校 児 童 生 徒 の
112 ％ の応 募者 数は
上昇したが、更なる応
募者を募り 健全 な下
水道普及・啓発に繋げ
たい

下水道課

平成24年度
取組ランク

具体的施策 実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況

61
国際平和・地球環境保
全への貢献
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基本目標Ⅵ　男女共同参画社会実現のための推進体制の充実

計画目標１　市民による推進体制の整備

（１）市民ネットワークの推進と活動支援 Ⅵ－１－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

男女共同参画古河市民ネットワークの啓発活動により、古
河市全体の男女共同参画社会の裾野を広げていきます。

A

◯まちなか啓発の継続
◯男女共同参画週間の啓発活動の実施
◯ネットワーク登録目標
　団体：30
　個人：10人

◯ネットワーク登録数：団体24、個人12人（H26.3.3現在）
◯まちなか啓発活動
　・お祭り3会場にて計3日間の啓発活動を男女共同参画推進会議と市民ネットワークゆめこらぼで
合同実施
　※3会場のうち10/26さんさんまつりは、天候不良のため中止
◯男女共同参画週間の啓発活動
　・2/13（木）午後2時～道の駅にて男女共同参画推進会議と市民ネットワークゆめこらぼで合同実
施

A

推 進 会 議 とネ ッ ト
ワークの協働により各
会場で活動を行うこと
ができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

男女共同参画古河市民ネットワークの会員相互、及び他自
治体活動団体との情報交換を行います。

B

◯ネットワーク役員会、代表者会において情
報交換を行う

◯役員会、総会の開催
　・役員会：3回（5/16、6/13、3/3）
　・総会：1回（6/22）
　・合同役員会：1回（11/12）
◯男女共同参画コーナーに団体活動案内情報を設置
◯他自治体事業参加等

B

・まちなか啓発活動や
映画上映の協力など
会 員 相 互 の 情 報 交
換、意見交換が 行わ
れた

・他自 治体 の活 動団
体との交流は図 れな
かった

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

63
男女共同参画活動拠点
の検討

男女共同参画情報拠点として、男女共同参画センター等の
設置及び運営の検討をします。

C

◯25年度実施予定なし ◯男女共同参画推進会議へ審議提案

D

・男女 共同 参画 推進
会議内で審議提案を
した

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

平成24年度
取組ランク

具体的施策 実　施　事　業 担当課
平成25年度実施状況

62
市民ネッ トワーク の整
備・促進
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計画目標２　市役所内推進体制の充実

（１）計画の進行管理 Ⅵ－２－（１）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

64

全庁的な推進体制と進

行管理

古河市男女共同参画庁内連絡会議のもと、全庁的に施策

の推進に務め、男女共同参画プランを着実に進めます。ま

た、古河市男女共同参画推進会議が進行管理を行います。

B

◯後期実施計画に基づき各課による進行管

理

◯庁内連絡会議開催：0回

※各審議会等の女性委員の登用状況、苦情処理研修、デートDV防止講座、意識調査実施等につい

て庁議報告
◯男女共同参画推進会議開催：6回

　・男女共同参画後期実施計画評価見直し、策定時から評価が下がった施策と専門分野の施策等に

ついて各委員から提案

B

庁内連絡会議 開催

は行わなかった

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

65

事業評価の市民等への
公表

男女共同参画推進事業の評価を公表します。

B

◯各課事業実施状況を調査後公開 ◯24年度実施状況を25年度調査しホームページで公開

※後期計画の推進状況の公表は25年度から実施 B

遅滞なく公開
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

（２）職員の人材育成・職域の拡大 Ⅵ－２－（２）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

女性職員の管理職への登用を積極的に行い、平成28年度

までに30％とします。

B

◯女性職員管理職登用アップ ◯理事1名、課長級2名、副参事7名、課長補佐級35名

計45名（18.7％）

Ｂ

・昨年と同数

・職員減の中、同数を

保ち、登用率アップ
職員課

組織強化を視野に入れた適正な人員配置をすると共に、職

域にこだわることなく、幅広い分野に女性職員を配置しま

す。 A

◯女性管理職の幅広い分野への配置 ◯15部（行政委員会3部を含む）のうち11部署に女性管理職員を配置

Ａ

昨年に引き続き、全

庁の約8割の部署に女

性管理職を配置 でき
た

職員課

67
女性職員の外部研修団

体への積極的派遣

外部研修団体（自治大学校・市町村アカデミー・県自治研修
所等）に女性職員を派遣し、その資質と能力向上を図りま

す。

A

◯女性職員を研修等に派遣し、能力向上を
図る

◯自治大学校：1名
◯市町村アカデミー：1名

◯民間研修機関専門研修：7名

◯茨城県自治研修：25名
◯県西都市人事協議会（JST）：7名　　計41名

Ｂ

・ 自 治 大 学 校 2 名 の
内、1名を女性職員と

した

・茨城県の自治研修で

は、接遇等 の研 修に
女性職員を増

・ＪＳＴ研修は女性係長
採用減のた め、 研修

参加者も減となった

職員課

平成24年度
取組ランク

平成24年度

取組ランク

実　施　事　業 担当課

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

66

女性職員の職域の拡大

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策
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（３）男女共同参画に関する意識啓発 Ⅵ－２－（３）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

固定的な役割分担意識を是正するため、男性の育児休業・

看護休暇取得の促進に努めます。
B

◯男性の育児休業・看護休暇等の取得推進 ◯育児休業取得者21名（内、男性0名）、介護休暇（有給）取得者4名（内、男性2名）、介護休暇（無

休）取得者1名（内、男性1名）、看護休暇取得者36名（内、男性12名）
Ｂ

介護休暇（有給）男

性1名増。看護休暇、

男性3名増 職員課

職員の健康管理と働き方の見直しのため、ノー残業デーを

促進します。

B

◯毎週、水・金曜日をノー残業デー実施 ◯平成20年1月から引き続き、水曜日、及び金曜日に「ノー残業デー」を実施

Ｂ

定 着 して き て いる

が、業務の煩雑 時期

により残業が必要とな

る場合がある
職員課

B

◯講座、フォーラム等開催情報の発信 ◯男女共同参画推進活動を職員へ向けて開催案内情報を発信し、参加者を募った

Ｂ

男女共同 参画 室で

企画した研修へ の職

員参加を行った 職員課

A

◯講座、フォーラム等開催情報の発信 ◯工業会、職員向け情報発信【H24～】

　・年間3回発行

　第4回7月発行「「紅一点じゃ、足りない。」・女性の活躍」

　第5回12月発行「職場のハラスメント」

　第6回3月発行「古河市男女共同参画週間」

◯講座、写真募集等イントラネットで情報発信

◯8/2（金）男女共同参画に関する苦情処理研修会

　市職員参加：20人

◯1/17（金）、19（日）映画「うまれる」上映会　合計3回上映

  市職員参加：99人

A

情報発信を引き続き

実施。 また 映画 上映

会を新に実施

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

市職員に対し、庁内イントラネット等を通してセクシュアル・

ハラスメントに対する意識啓発を図り、相談体制を整備しま

す。 C

◯意識啓発・相談体制を整備 ○年2回、庁内イントラネットに掲載

　市職員に対し、ハラスメント等に対する意識啓発と相談体制を周知した
B

情報発信により、職

員の意識啓発を行うこ

とができた 職員課

（４）国・県等との連携 Ⅵ－２－（４）

事業目標 取組の実績 取組ランク 評価理由

69

国・県・他自治体との連

携

国・県・他自治体や関係機関との連携を図り、広く男女共同

参画に関する情報収集及び活用を行います。

A

◯県、他自治体主催研修等への参加及び協

力

　・市主催事業の周知等

◯市主催研修案内

　・8/2（金）男女共同参画に関する苦情処理研修会参加呼掛け

　県・近隣自治体参加：県（1人）、6市（14人）

　・9/27（金）男女共同参画センター横浜視察研修参加

　推進会議9名、ネットワークゆめこらぼ16名　職員3名

　・11/11（月）デートDV防止講座開催
　県・近隣自治体参加：1市（1人）

◯県西地区ブロック研究会

　・計4回実施

　・12/22（日）県女性プラザ市町村連携講座・県西地区（桜川市）

　講師　菊地　幸夫氏

　市内参加者：22人

◯視察研修

　・9/27（金）男女共同参画センター横浜視察研修参加：28人（うち男性5人）

A

自治体間 連携 のた

め県西ブロック研究会

に参加した。また市町

村連携講座 では 、県

女 性プ ラザ と県 西ブ

ロック研究会が協力し
て行うことができた

人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

平成24年度

取組ランク

平成25年度実施状況

平成25年度実施状況

平成24年度

取組ランク

男女共同参画に対する理解と意識改革のため、職員に対し

て研修を行います。また、庁内イントラネットを利用した情報

提供を行います。

68

職員の意識啓発のため

の研修や情報の提供

具体的施策 実　施　事　業 担当課

具体的施策 実　施　事　業 担当課
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◆「古河市男女共同参画プラン」指標項目の推進状況（P.30）

目標値
（平成２８年度）

Ⅰ

意識調査は未実施
H24年度の新規DV
相談件数は60件

意識調査は未実施
H25年度の新規DV
相談件数は65件

24年度未実施
25年度実施予定

14.8%
（平成25年度意識調査）

(7)父親対象の家庭教育学級
数 2学級 2学級 2学級 5学級

Ⅱ

(9)女性委員不在の審議会・委
員会の数 9 9 8 0

(10)市民公募を行っている審
議会・委員会の数 5 5 5 10

(11)地区コミュニティ団体数 6団体 12団体 15団体 20団体

Ⅲ

(14)休日保育実施保育所数
2か所 2か所 2か所 4か所

(15)子育て支援拠点の設置数
5か所 5か所 6か所 6か所

Ⅳ

Ⅴ

(20)多言語に対応したガイド
マップの作成支援 6ヶ国語 6ヶ国語 6ヶ国語 9ヶ国語

Ⅵ

(22)市役所の管理職員のうち
女性職員の割合 16.7% 16.9% 18.7% 30%

※(18)の平成23年度現況値は、79.1%が正。

男女共同参画社
会実現のための
推進体制の充実

国際的協調と国
際理解の推進

健康で安心して
暮らせる生活環
境の整備

いきいきと働ける
社会環境の整備

あらゆる分野へ
の男女共同参画
の促進

(16)男性の育児休業取得率
（事業所）

(24)市役所の男性職員の看護
休暇取得率

17%
（平成22年度）

25%

(18)妊婦健康診査受診率
（14回分平均） 84.2%※ 76.9%

(8)各種審議会・委員会等にお
ける女性委員の占める割合

20% 19.9%

33% 35% 職員課

職員課

(23)市役所の男性職員の育児
休業取得率

3.7%
（平成22年度）

0% 0% 10% 職員課

企画課

(21)男女共同参画古河市民
ネットワーク登録団体・個人数 団体 23

個人 4
団体　25
個人　4

団体24
個人12

団体 30
個人 10

人権・男女共同参画室
（男女共同参画室）

(19)日本語教室の新規申込み
者数 106人

（平成22年度）
100人 119人 140人 企画課

79.5% 90% 健康づくり課

(17)女性への配慮を盛り込ん
だ避難所運営マニュアルの作
成

未作成 作成中 作成中 作成を目指す
危機管理防災課

（危機管理課）

子育て対策課
（子育て支援課）

子育て対策課
（子育て支援課）

2.9%
（平成21年意識調査）

24年度未実施 14.3%
（平成25年度意識調査）

5%
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

(13)農業家族経営協定締結戸
数 154戸 154戸 155戸 170戸 農政課

関係各課

関係各課

市民協働課
（自治振興課）

(12)男性を対象とした料理教
室等の生活講座数 4講座

4講座企画
2講座開催

6講座企画
6講座実施

10講座 施設管理課

21.9% 35% 関係各課

(6)これまでに配偶者や交際相
手から身体的暴力を受けたこ
とがある市民の割合

14.3%
（平成21年意識調査）

根絶を目指す

福祉総務課

人権・男女共同参画室
（男女共同参画室）

生涯学習課

人権・男女共同参画室
（男女共同参画室）

(5)職場において男女の地位
が平等であると考える市民・教
職員・市職員の割合

44.8%
（平成21年意識調査）

24年度未実施
25年度実施予定

54%
（平成25年度意識調査）

60%
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

人権・男女共同参画室
（男女共同参画室）

(3)町内会や自治会等におい
て男女の地位が平等であると
考える市民の割合

33.2%
（平成21年意識調査）

24年度未実施
25年度実施予定

33.7%
（平成25年度意識調査）

50%
人権・男女共同参画室

（男女共同参画室）

人権・男女共同参画室
（男女共同参画室）

           実施計画指標項目

基本目標 指標項目 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成26年度担当課

互いの人権の尊
重と男女共同参
画意識の確立

(2)家庭生活において男女の
地位が平等であると考える市
民の割合

34.7%
（平成21年意識調査）

24年度未実施
25年度実施予定

37.3%
（平成25年度意識調査）

50%

(4)社会通念や慣習において
男女の地位が平等であると考
える市民の割合

17.3%
（平成21年意識調査）

24年度未実施
25年度実施予定

21.7%
（平成25年度意識調査）

(1)「男は仕事、女は家庭」とい
う考え方に同感しない市民の
割合

52.9%
（平成21年意識調査）

24年度未実施
25年度実施予定 57.6%

（平成25年度意識調査）
65%

50%
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Ⅱあらゆる分野への男女共同参画の促進に関する資料 

審議会等及び委員会における女性委員の割合 

年度 

審  議  会  等 行 政 委 員 合   計 

委員の 

総数 

うち女性 

委員の数 

女性委員の

割合 

委員の 

総数 

うち女性 

委員の数 

女性委員の

割合 

委員の 

総数 

うち女性 

委員の数 

女性委員

の割合 

H18 353 91 25.8% 65 1 1.5% 418 92 22.0% 

H19 452 111 24.6% 51 1 2.0% 503 112 22.3% 

H20 511 126 24.7% 51 1 2.0% 562 127 22.6% 

H21 423 107 25.3% 51 1 2.0% 474 108 22.8% 

H22 427 100 23.4% 51 1 2.0% 478 101 21.1% 

H23 425 94 22.1% 51 1 2.0% 476 95 20.0% 

H24 437 95 21.7% 51 2 3.9% 488 97 19.9% 

H25 420 99 23.6% 50 4 8.0% 470 103 21.9% 

H26 407 112 27.5% 52 5 9.6% 459 117 25.5% 
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女性委員のいる審議会等及び委員会の割合 

年度 

審  議  会  等 行 政 委 員 合   計 

審議会等 

の総数 

うち女性が 

いる審議会 

等の数 

女性委員が 

いる審議会 

等の割合 

委員会 

の総数 

うち女性が 

いる委員会 

の数 

女性委員が

いる委員会

の割合 

審議会等及び

委員会の総数 

うち女性が 

いる審議会 

等及び委員 

会の数 

女性委員がい

る審議会等及

び委員会の割

合 

H 18 21 17 81.0% 6 1 16.7% 27 18 66.7% 

H 19 27 22 81.5% 6 1 16.7% 33 23 69.7% 

H 20 29 22 75.9% 6 1 16.7% 35 23 65.7% 

H 21 24 19 79.2% 6 1 16.7% 30 20 66.7% 

H 22 24 20 83.3% 6 1 16.7% 30 21 70.0% 

H 23 24 20 83.3% 6 1 16.7% 30 21 70.0% 

H 24 25 20 80.0% 6 2 33.3% 31 22 71.0% 

H 25 24 20 83.3% 6 2 33.3% 30 22 73.3% 

H 26 23 20 87.0% 6 2 33.3% 29 22 75.9% 

＊ 審議会等とは、地方自治法第 202条の 3に規定され、市政推進にあたって特定の内容を、市民や各種団体の意見を反映させるため

に法律等に基づいて設置されています。 

＊ 行政委員とは、地方自治法第 180条の 5に基づく委員会を指し、教育委員会や選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委

員会、固定資産評価委員会の割合をまとめています。 

 


